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令和２年第３回嬉野市議会定例会議事日程

令和２年９月17日（木）

本会議第５日目

午前９時30分 開 議

日程第１ 一般質問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前９時31分 開議

○議長（田中政司君）

皆さんおはようございます。

本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

日程第１．一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

13番山口政人議員の発言を許します。山口政人議員。

○13番（山口政人君）

皆さんおはようございます。議席番号13番山口政人です。傍聴席の皆さん方には、本当に

早朝から傍聴いただきましてありがとうございます。

順次 通 告 者 質 問 の 事 項

１ 山 口 政 人 １．市庁舎について

２．河川改修について

２ 森 田 明 彦 １．新型コロナウイルス収束後を見据えた政策について

２．ＡＩやＩＣＴの拡大に伴う人材の確保及び専門分野の知識

習得について

３．観光政策としてのサイクルツーリズムの可能性について

３ 芦 塚 典 子 １．災害対策について

２．新型コロナウイルス感染症対策について

４ 諸 井 義 人 １．浸水対策について

２．入札について

３．予算執行について

５ 川 内 聖 二 １．学校給食について

２．県道嬉野下宿塩田線について

３．塩田川の防災対策について
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それでは、議長の許可を得ましたので、ただいまから一般質問を行いたいというふうに思

います。

まず、市庁舎についてであります。

嬉野市庁舎のあり方検討委員会により、今後の市庁舎の在り方について検討されていると

思うが、塩田庁舎の本庁機能は合併時の約束を守ってもらえるのか伺いたいというふうに思

います。

以上、壇上においては以上でありますが、再質問と以下の項目につきましては質問席のほ

うで行いたいというふうに思います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

皆さんおはようございます。それでは、山口政人議員の質問に対してお答えをしたいと思

います。

今後の庁舎の在り方の検討についてのお尋ねだと理解をしております。

議員も御承知のとおり、先日、嬉野市庁舎のあり方検討委員会により一定の委員会として

の結論が出たということで、市長報告、そしてまた議会のほうにも報告があったというふう

にお伺いをしております。いろんな職域であったりとか、また地域を代表する皆様方に幅広

い論点で御議論をいただいた結果の中で、２町合併後14年が経過した今、旧町の枠組みにと

らわれず、中長期的な視点から嬉野市全体として考えるべきで、現嬉野庁舎敷地を含むその

周辺の公有地を活用した１庁舎体制への移行が望ましいという結論が報告をされたところで

あります。

私どもといたしましても、その委員会の報告、そしてそこを重く受け止めた上で、庁舎の

体制並びに全体的な公共施設の計画含め総合的な判断をしながら、我々として決断を下し、

また議会の皆様の御意見も伺いながら、今後の決定を進めてまいりたいと考えておるところ

でございます。

以上、山口政人議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

委員会の報告を重く受け止めるというようなことなんですけど、その前に、やはり合併の

条件、これを重く受け止めるべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。（発言する者あり）

○議長（田中政司君）

山口政人議員。
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○13番（山口政人君）

いわゆる名称は嬉野市、本庁は塩田の庁舎、これが合併の条件だったんです。この条件を

重く受け止めるべきじゃないかというふうに思いますけれども。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

お答えします。

合併の条件というお話でございますけれども、合併協議の中で、合併委員さんたちがどの

ようにして合併をするかという中で話合いをされたというふうに思います。お互い100％の

主張はだめだというところで、新市の名称については嬉野というのが全国的に通っていると。

庁舎の位置については塩田の庁舎のほうが新しいというところで、合理的な判断のもとに決

定をされたというふうに理解をしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

我々が現役のときには、本庁が塩田庁舎だからというようなことで合併協議が進められた

というふうに私は聞いておりました。

そういったことで、我々が塩田町民に説明会をするときも、本庁は半永久的に塩田庁舎で

あるということまで説明をしておるんですよ。これについてどう考えますか。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

合併の直後ですね、そのときには総合支所方式を採用しております。時間の経過とともに

職員の削減というのも合併時のお約束でございましたので、人数を減らしていきました。必

然的に総合庁舎方式というのを維持するのは困難だというところで分庁方式に進んでいった

というふうに私は考えております。

今回につきましても、先ほど市長からもありましたが、その委員会の中で、14年も経過し

て、やっぱり高齢化、それから少子化で人口減少というふうなところで社会情勢が大きく変

わってきたというところでございます。私たち地方自治法の中に最少の経費で最大の効果を

出すというところもございますし、やっぱりその辺は今から検討していく必要があるだろう

というふうに思います。

先ほど市長が総合的に判断するというお話をされましたので、そこを御理解いただきたい

というふうに思います。
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以上です。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

じゃ、順序立てて質問をしたいと思いますけれども、いわゆる今回の庁舎のあり方検討委

員会の報告を受けて、そして、市長はどういった方向性を持っていこうと考えておられるの

か伺いたい。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先ほど最初の御答弁の中でも申し上げました。庁舎だけの単独の問題で考えるのではなく

て、様々な公共施設がございます。そういったものもどのように配置をしていくのか。場合

によってはその辺も立地、そしてまた効率、そういったところも考えながら住民サービスを

維持していくための最善の方策を我々としては探ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

時間が経過しているから、今の時代に合わせたいというようなことなんでしょうかね。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

時代に合わせた行政運営というのも非常に重要でもありますし、一方で歴史的経緯を踏ま

えた運営も、これもまた行政経営の中で欠かさざる要素であるというふうに認識をしており

ます。

私自身、就任以降、一番大事にしている信条としましても、塩田町史の中に塩田町百年の

計を立てるには、塩田川の特異性を熟知し、その上で、それに対応した防災計画を立ててい

く、そういった机上の空論によらず、まさにこうした人命を守るということに、一点に集中

した、そういった計画がなければ産業振興も何もないというような記載があっております。

我々としても、近年多発する災害、そういったところに対しても、歴史的な経緯を踏まえ

た対応もしてまいりたいと思いますし、後ほど河川についても御質問をいただいております。
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先人の積み上げてきたものの上にまた新しい時代をつくっていく、そういった気概のもとで

行政経営に邁進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

実際、庁舎の在り方、これを市長はどの時期で判断をしたいと思っているんでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先月末に委員会より報告を受けております。そういったところを踏まえて、スケジュール

感ということでありますけれども、やはりまた後ろの結論ありきで性急に事を進めてはなら

ないというふうに思っております。この問題で市民を二分するような、そういったものにし

てはならないというふうに考えておりますので、様々皆さんに説明を尽くしながら事業を努

めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

やはりこの判断をするまでには、合併時の条件というのをやはりクリアする必要があると

いうふうに思いますけれども、その後に判断をしていただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前９時43分 休憩

午前９時44分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

市長。

○市長（村上大祐君）

その条件をクリアするということがどういったことを指すのかというところがちょっと分

かりかねる部分はありますけれども、私どもとしては、今検討委員会の中で、塩田町の方も

含めた多くの立場、そして市内の市民としての立場を代表いただいた中で一定の結論を出し
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ていただいたということで、それを踏まえて、ただ、我々としても委員会の報告をそのまま

全てを飲み込むということでもありませんし、当然重く受け止めるということではあります

けれども、その辺も、我々の全体の、嬉野市全体の今後の公共施設の在り方の中でしっかり

検討して、私どもとしては議会の皆様も委員会を設置していただいておりますので、そう

いった議会としての御意見も伺いながら最終決断をしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

合併協議に入る前に、やはりいろんなことがあっているんです。いろんな経緯があってい

るんです。だから、恐らく水面下で名称は嬉野市、本庁の事務所の位置は塩田の庁舎という

ことで決められて合併協議に入っていったというふうに我々は聞いているんです。そういう

ふうに塩田の町民の方にも説明をしてきた経緯があるわけです。そのときにはまだ鹿島市も

太良町も選択肢の中にあったんです。それをあえて本庁は塩田町だからというようなことで

合併協議が進んだというふうに我々は聞いてきたんです。そして、そのように町民の方にも

説明をしてきた、そういった経緯だってあるんです。それをしっかりと重く受け止めるべき

じゃないかというふうなことを言っているんです。

そして、これが合併協議の済んだ後に全戸配布をされたんです。この中にもきちんと書い

てあるんですよ。（資料を示す）読んでみましょうか。「新市の事務所の位置、合併後の新

市の本庁舎については、現在の塩田町役場となります。また、現在の嬉野町役場については、

従来の住民サービスが低下しないよう配慮し、当面総合支所方式を採用します」と、はっき

りと書いてあるんですよ。これをだから重く受け止めるべきじゃないかというふうなことを

言っているんです。いかがですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先人の思い、そういったものも受け止めて経営をするのが行政経営だというふうに理解を

しておりますので、様々経緯も、私どももそこら辺は承知をしておるところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

それともう一点は、やはり合併時は嬉野町とは産業も違う、そして庁舎も古いので建て替
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えが必要だと。新幹線の駅前広げて金がたくさん要ると。こういった環境も塩田町民の方は

知っていたんです。そして不満だらけで言われていることもあります。なぜ嬉野町なのかと、

鹿島市、太良町はどうするんだと。住民投票をやってくれと、複数の方からそういうふうに

言われた経緯があります。これをどう受け止めますか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

その新幹線のまちづくりは金がかかるというようなところ、ちょっと事実関係と異なる部

分もありますので補足して説明をさせていただきたいと思いますけれども、確かに、そこの

駅前の土地の買戻しの費用については、本年度の予算においても多額の費用を計上させてい

ただいておりますけれども、それは旧嬉野町時代から計画的にためられた基金をもとにやら

れておりますし、また、我々誤解のないように申し上げますけれども、駅前開発に対して、

今嬉野市の持つ資本を際限なく投入するということは考えておりません。

御承知のとおり、官民連携事業ということで、民間の資本を呼び込むというやり方で我々

としては駅前開発を進めておるというような状況でもあります。道の駅についても様々御意

見をいただいたわけでありますけれども、あれも結局は我々が道の駅に対して何億ものお金

を投入するということではなくて、国の直轄事業として我々は呼び込むことを今協議してい

る最中でありますので、そういった意味では、本来我々が持ち出すはずだった金というもの

もいろんな国、県、そしてまた民間の投資を呼び込む財政運営の中で、しっかり市全体に広

げて、いろんな福祉であったりとか子育ての支援であったりとか、そういったところに回し

ていけるような流れを我々としても努力をしてつくっているということを、まず御理解をい

ただきたいというふうに思っております。

そこの中で、いろんな経緯を踏まえて、我々としても嬉野市全体の発展を祈念していろん

な事業を考えさせていただいておりますし、当然お互いが一体的な発展をやはり目指してい

くのがまさに合併の在り方として正しい姿ではないかというふうに考えておるところでござ

います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

じゃ、市長、一体どういった方向性に持っていこうと考えておられますか。いわゆる嬉野

庁舎を大きく建て替えて、そして、そこに本庁を持っていくというような、委員会の報告の

ような考え方なのか、それとも嬉野庁舎は建て替えるべきなので建て替えて、そして本庁は
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塩田庁舎というふうなことで２庁舎体制をつくるのか、どっちを考えておられますか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

私どもとしては、今委員会の意見というものをいただいたところでありますので、まさに

庁舎をどこに立地するかという問題にこの話を矮小化するわけではなくて、とにかく全体的

な施設計画の中で、そしてまた住民サービスの面、またいろんな防災、そういった面の中で

最適解を導き出していくというのが基本スタンスでありますので、現状、議員の方とか、い

ろんな方と対峙する関係にはないと考えております。一緒にこれからそういった方向性を導

き出していく上で、議会の皆様の御意見もしっかり受け止めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

先ほど副市長が14年たったからというような考え方もあったということなんですけれども、

まだ14年しかたっていないんですよ、10年そこらでは人の気持ちは変わらんのですよ、変え

ることもできない。それをしっかりと考えていってもらいたいというふうに思います。

市長に伺いたいと思いますけれども、今からの塩田町、これはどうするつもりなのか。塩

田川以外に、塩田町の地域をどうしたいと考えておられるのか、伺いたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

当然、嬉野市全体の中でしっかり位置づけて考えていくというのは当然でありますけれど

も、私自身も嬉野市塩田町というところについの住みかと見定めて定住した者として、やは

りこののどかな田園風景をしっかり守っていくということだと思いますし、人と人のつなが

りを大事にする地域でもあります。そういったものもしっかり守っていきたいというふうに

思っております。

ある意味では、塩田町全体のゾーンニングということも私も考えておりますけれども、そ

ういった意味では、住環境重視であったりとか、歴史・文化、そして文教のまちでもありま

す。そういった価値観というものを大事にしながら、様々皆さんが暮らしやすい地域づくり

にしていく、田園的な、そういった価値観を重要視するのがこちらのエリアのゾーンニング

の在り方かなというふうに考えております。
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そういった中で、旧嬉野町のほうはそういった新幹線のまちもありますし、そういったと

ころでは都市的機能が追求されるものだというふうに思っておりますけれども、そういった

意味では、嬉野市全体の中で、いろんな形で塩田町の農産物とか、そういったものは嬉野の

旅館とか観光客、そういったところに皆さんに提供できるような価値として尊重されるべき

だというふうに思っておりますし、いい例が温泉湯豆腐ではないかなというふうに思ってお

ります。塩田町の豊かな大地で実った大豆でできた豆腐が嬉野温泉の水で煮込むことで、え

も言われぬ味を出す。そういった嬉野市一体の発展像を描いてまいりたいというふうに思っ

ております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

委員会の方が、いわゆる合併の条件、これをどこまで理解をされているのか、私も甚だ疑

問に感じているところであります。こういった報告が出たというようなことは、そして塩田

町は生活圏が鹿島市と武雄市なんです。今でもくすぶっているんです。本庁が塩田庁舎だか

らまとまっていっているというふうに私は感じております。これがもし嬉野に行ったら、塩

田町はばらばらになる可能性だって否定はできないんです。よくそこを考えてもらいたいと

いうふうに思います。大きな問題に発展する可能性だって否定はできない。本当に報告書の

とおりに事業が進んでいったら、そういう大きな問題に発展する可能性だって否定できない

んです。私はそのように感じております。

私も、区長さん以外の塩田町民の複数の方とこの件について話をしました。やはり嬉野庁

舎が本庁になるなら、元に戻したほうがいいと、私が話した結果はそういうふうなことでし

た。まだいまだにくすぶっている、そういう状況なんですよ。この問題というのは非常にデ

リケートな問題なんです。しっかりとそれを受け止めていただきたいと思いますけどいかが

でしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員の御発言のとおり、様々な人の思いがあります。ですので、この問題で町民を二分す

るようなことはあってはならないというふうに考えておりますので、しっかり、当然いろん

な方の思いというものを踏まえた上で、私自身決断をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

この合併問題というのは、やはり１つの自治体と１つの自治体、その信頼関係なんですよ。

その信頼が崩れたら不信感が生じる。橋のない川ができるんですよ、これでいいんですか、

もしそういうことになったら。（「質問をお願いします」と呼ぶ者あり）報告書のとおりに

事業を進めたら……

○議長（田中政司君）

起立して、市長。一応再質問というか、再度質問をお願いしますということで。市長。

○市長（村上大祐君）

山口政人議員の御質問にお答えする場ですので、質問をお願いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

いわゆる報告書のとおりに事業を進めたらというようなことなんです。進めたら、やはり

両町の信頼性が損なわれる、不信感が生じる、橋のない川ができるかもしれない、それでも

いいですかということを言っているんです。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

橋のない川ができるというところが、申し訳ございません、どのような事態を指している

のかというのが分かりませんので、すみません、簡潔にその辺の御説明をお願いしたいと思

います。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

渡ることのできないということなんですよ、心と心が通じ合わないということです。不信

感が生まれるということは。

そしてもう一点、市長、塩田の区長会からの要望書、あれは受け取りましたか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

最初の質問にまずお答えをさせていただきますと、当然、市民を分断するような事態に



- 203 -

なってはならないというふうに繰り返し私どもも組織内でも申し上げておりますので、そう

いったことがないようにしっかり議会の御意見も踏まえながら最終決断をしてまいりたいと

いうふうに思っております。

そして、塩田の区長会からの要望書につきましても頂きましたので、目を通させていただ

いておるところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

それは読みましたか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えします。

目を通したということは読みましたということです。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

それだけ塩田町民の方というのは、この件に関しては一生懸命なんですよ、心配しておら

れる。その気持ちをしっかりと市長は受け取っていくべきなんです。そう思いませんか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

こうした御意見を踏まえて、私ども何度も繰り返しているように、今対峙する関係にはな

いというふうに思っておりますので、最終的な決断を、様々な経緯とか、今いただいている

御意見も踏まえながら、そしてまた議会としての御意見も踏まえながら判断をしてまいりた

いというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

何遍でも言いますけど、やはり合併時の条件、これをきちんと整理をしてからどうすると
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いう判断をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

先ほども答弁をいたしましたけれども、それが条件であったかどうかというのは、合併協

議の議事録を見ましても、私には理解できませんでした。それは、合併するときにそういっ

たところで嬉野町、塩田町で譲る分は譲っていこうという、合併協議の中でそういったこと

が決まっていったというふうに理解しております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

もしそういうことであれば、まだ鹿島市、太良町も選択肢の中にあった。合併協議でがた

がたしているはずですよ、それをなぜ分からないんですか。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前10時３分 休憩

午前10時４分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

副市長。

○副市長（池田英信君）

お答えします。

鹿島市、太良町がという話がございましたけれども、合併の順番を見ていきますと、早い

段階で鹿島市、太良町は抜けられたというふうな認識だと思うんです。そこは、その中に

あったというようなことが言えるのかどうかというふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

その件についても、いろいろあっているんですよ、こういった公の場でなかなか言えない

部分もあるんです。嬉野町と塩田町の合併でもそういった話もあっているんです。だから選

択肢があったと私は言っているんです。

そういったいろんな、この合併には経緯がついているんです。そこをしっかりと踏まえな
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がら今後の嬉野庁舎の建設については事業を進めていただきたい。ややもすれば、本当に大

きな問題に発展する可能性だってあります。そこをしっかりと考えていっていただきたいと

いうふうに思います。それだけ答弁をお願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

とにかく、今は対峙する関係にはないということを改めて申し上げさせていただきたいと

思いますし、当然、議会としての御意見を承りながら進めてまいる。私一人が考える話では

ないということは当然でありますので、山口政人議員も特別委員会の委員でもあられます。

そういったところでもしっかり事実に基づいて発言をしていただければ、しっかりそこは受

け止めて、我々としても最終決断の中で重く受け止めさせていただきたいというふうに思っ

ております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

やはり区長会の要望書、しっかりと頭の中にたたき込んでもらいたいというふうに思って

おります。

以上でこの件についての質問は終わりたいと思います。

次に、河川改修についてであります。

塩田川の布手地区の堤防ののり面の補強、これはいつ完成をするのか答弁をお願いしたい

と思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

布手地区の堤防に関しましては、度重なる大きな水害のたびに布手地区というものは大き

な被害にさいなまれてきた、そういった地域柄でもあります。そういった意味では、現時点

では早期に避難を促す地域として、我々もそういった災害対応の中には頭に入れて行動して

おるわけであります。当然、そういったハード面での整備も重要だというふうに考えており

まして、以前から地元、県とも現地確認等を行いながら相談をしてきたところでありまして、

塩田川の全体の改修の中で下流側から事業を進めていっているというような状況でもありま

す。
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布手地区につきましても、県にお尋ねをしました。昨年から現況測量を行い、整備につい

ても検討する段階でありまして、現段階では完成時期については未定ということではありま

すけれども、市といたしましても、早期の事業着手にお願いを強くしてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

確かに塩田川の堤防の補強につきましては、下流のほうから順次工事がやっている。ただ、

私がいつも塩田川の件で思うのは、宮ノ元、布手付近の堤防の内堤、それと袋付近、そこら

辺が一番弱いんじゃないかと、ずっと前から思っていたんです。やはり早く補強ができない

のかというようなことを考えておりました。やはりこれは、破堤すれば人家があるんです、

人家が密集している。生命は例えば、助かったにしても、財産をなくすことになるんです。

やはりそういったところを本当に早く補強をしていただきたいと、県に強く要望をしてい

ただきたい、そう思いますけれども。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

当然、先ほども少し答弁の中で申し上げましたように、この地域の振興を図っていくには、

この地域の百年の計を図っていくには、塩田川の防災対策というものが全ての前提であると

いう認識で私自身も考えております。

そういった中で、先人の努力もありまして、今30年に一度の、いわゆる30分の１レベルの

安全度は、県管理河川の中でも非常に上位に位置づけられる立ち位置ではないかなというふ

うに思っております。昭和51年から55年にかけて、当時で20億6,000万円の大型事業で河川

改修も進められてきたということもありますし、嬉野吉田地区の岩屋川内・横竹ダム、そう

いったダムの建設に当たっては、地元の地域の皆さんのそういった精神的な犠牲の上でも成

り立っておりますし、数多くの災害犠牲者が出て、やはり国も重い腰を上げざるを得ないと

いうような状況もあったと思います。様々な犠牲と、そして先人の努力の中で成り立ってき

た、この塩田川というものを我々としても流域全体で、しっかり災害から命を守るというこ

とを大前提として、今後の行政運営にも当たってまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）
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山口政人議員。

○13番（山口政人君）

ぜひ一年でも早く工事が完了するように、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思いま

す。

次は、美野地区の西部公園、あそこはもともと遊水池でありましたが、今も入っていると

いうようなことを聞いております。導水をしていると。ただ、洪水調整の役割はどうなんだ

ろうなというような気持ちでおりますけれども、そこら辺いかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

西部公園のちょっと先のところから水が入っていって、遊水池的な機能を有しているとい

うことでありまして、いろんな豪雨災害のときに、当然水かさが増しているときは災害対策

本部に詰めていますので、直確認をしたわけではありませんけれども、そういった機能が地

元の方の中でも遊水池的な機能を果たしていて、河川氾濫を防げているんだというような共

通認識であるということは、私も地元の人間ですので、そういった認識でおるところであり

ます。

洪水調整機能につきましては、議員御指摘のとおり、そこの機能というのが現在ないわけ

でありまして、県にもお尋ねしたところ、機能としての機能追加ということは現時点では考

えていないということをお伺いしております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

やはり洪水調整の機能をぜひ県のほうにも強く要望をしていただきたい。今までのやはり

災害と違って、豪雨と違って、もう御覧のとおりなんです。本当にいつどれだけの雨が降る

か分からないというようなことなんですよ。ぜひ早急に強く要望をしていただきたいという

ふうに思います。

それから、塩田川の堤防のかさ上げなんですけど、これは県のほうには要望されましたか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

12月議会においても御質問をいただいたかというふうに思っております。塩田川全体での
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計画、検討整備が必要になるということで、県との連絡をとりながらお話を伺っているとこ

ろであります。

そういったところを、今後、進捗が順調に図られておるということでありますけれども、

やはり時折促すというような考え方でも、しっかり要望をしていくということは我々として

も重要だと認識しております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

こういった大工事の場合は、やはり隣接する白石町、鹿島市と連携をして、期成会でもつ

くって、そして強く要望をしていく、こういったことが大事ではないかというふうに思いま

すが、前にもそういったことを申し上げたと思うんですけれども、そうしないとなかなかほ

げないんです、県のほうでも。嬉野市単独だけでお願いします、お願いしますと言っても無

理なんですよ。我々が今までずっとそういった経験をしてきております。ですから隣接の期

成会を、その関係する町々で期成会をつくって、そして一緒になって要望をしてきた、そう

いったずっと今までの塩田町の経緯もあるんですよ、今はもう期成会はないと思いますけれ

ども。そして強く要望をしていく、それが私は必要じゃないかというふうに思います。

それともう一点は、これは質問には書いていないんですけれども、２級河川のしゅんせつ、

これがなかなか進んでいないと。私も通り道ですのでよく見ますけど、志田原を通っている

北目川、あそこが草が生い茂って堆積をしているはずなんです。そこまで私は行きませんで

したけれども、車から見てもすぐ分かるんです。あそこ木が植わっていたんですけど、木だ

けは切ってもらっている。だから、それをやはり早く強く県のほうに要望をしてほしいとい

うふうに思います。答弁を。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

県管理河川というものが、我々嬉野市内、相当な総延長でいけばあるという中で、我々も

全体的に当然要望といいますか、防災の観点から、そういった河川のしゅんせつも含めた全

体的な要望を行っておるところでありますが、県管理河川が非常に多い、佐賀県全体でも非

常に多いというような状況の中で、なかなか進捗が見られないところもあろうかというふう

に思っております。

そういった意味では、我々としても地域課題をつぶさに、まずはやっぱり現場の杵藤農林

事務所におつなぎをしていきながら、事業の進行を図りたいというふうに考えております。
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以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口政人議員。

○13番（山口政人君）

ぜひ災害対応については一生懸命頑張ってほしいというふうに思いますし、新しい庁舎に

ついてもしっかりと慎重にやっていただきたいというふうに思っております。

以上で私の一般質問を終わります。

○議長（田中政司君）

これで山口政人議員の一般質問を終わります。

ここで換気のために10時30分まで休憩いたします。

午前10時18分 休憩

午前10時30分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。

９番森田明彦議員の発言を許します。森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

皆さんこんにちは。議席番号９番、森田明彦です。

さて、今月に入り、台風９号、10号と相次いで発生いたしました。特に10号については、

大きな被害が予測され、当市はじめ県内でも学校や官公庁、また、民間の事業所においても

臨時休業等の措置を取り、対処していただきました。幸いにも、今回大きな被害はなかった

ものの、今後、災害対応の避難所運営に感染症対策も考慮を要するという新しい、非常に難

しい局面を迎えたなと改めて感じております。

それでは、議長の許可を得ましたので、通告書に沿い、今議会では３項目の質問をいたし

ます。

壇上からの質問として、新型コロナウイルス収束後を見据えた政策についてということで、

１番目に、移住政策については、従来から取り組んでいただいております。今議会でも具体

的な部分も出てきたところでございますけれども、この新型コロナウイルス感染が拡大する

中、東京一極集中の課題というのが改めて指摘をされています。今こそ積極的に働きかける

べきと考えるがいかがかということで、また、ほかに構想等があればお聞きをしたいと思い

ます。

再質問を含め、そのほかの質問については、質問席より質問をいたします。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。
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○市長（村上大祐君）

それでは、森田明彦議員の御質問に対してお答えをしたいと思います。

新型コロナウイルス収束後を見据えた中での地方への人の流れをつくっていく、そういっ

たことの取組に関する御質問だと理解をしております。

議員もお話をいただいたように、新型コロナウイルスの感染が大きく広がった局面におい

ても、やはり都市部においては、こうした都市部に集中してやっていくことの危うさという

ものもこの騒動の中で示されたのではないかなというふうに思っております。満員電車に揺

られて通勤をするということがいかにリスクを伴うことかということを実感を持って受け止

められたゆえに、地方に移住をして働きたい、また、地方で働きながら都心での業務をこな

していきたいというような人の流れが生まれるということを我々も期待しておるところでご

ざいます。

そういった意味では、今回の９月議会、既に議決をいただきました議案の中にもありまし

たワーケーションであったりとか、そういった取組を加速していく中で、東京一極集中から

地方への人の流れをつくってまいりたいと考えております。折しも、昨夜就任をいたしまし

た、菅官房長官から菅新総理ということになられましたけれども、総理の掲げる国づくりの

一つの大きな理念としては、やはりこの地方創生、東京一極集中の是正だということをおっ

しゃられております。今後、国家戦略としても、こうした地方への人の流れをつくっていく

ということが、様々な支援メニューであったりとか、また、人材を派遣してくるような、そ

ういったシステムを含めて形になっていくものと思われますので、そういった制度、また人

的支援、そういったものを上手に活用しながら、嬉野市にも人の流れをつくってまいりたい

というふうに考えております。

現在、移住という分野では、移住促進の取組として移住相談会の開催であったりとか、ま

た、制度としては移住促進応援金、空き家バンクの利用促進補助金など、積極的な誘致を

行っておりますし、また先日は、温泉券であるとか、お米を食べてもらおうというような、

そういった様々な幅広いインセンティブを御用意して、嬉野市への興味、関心を喚起する取

組を進めておるところでございます。

また、移住のコンシェルジュとなるような方を地域おこし協力隊として、先日応募を締め

切ったところでありますけれども、多数の応募をいただいたということでありますので、今

後、選考作業に入ってまいりたいと思いますけれども、そういった新たに来られた方も含め

て、しっかり力を合わせて嬉野市への人の流れをつくってまいりたいと考えております。

以上、森田明彦議員の御質問のお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前10時37分 休憩
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午前10時37分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

ありがとうございます。今、特に市長がお答えいただいた移住コンシェルジュさんですね、

いいアイデアだなと思って聞きました。今からの事業ということですけれども、こういうも

のも具体的に個別に相談を受けて、それこそいろんな嬉野の魅力を個別に発信していただく

という意味で、非常に期待したいなと思います。

それから、今回、審議して可決まで終わったわけですけど、新しいワーケーションという

事業ですね。これもまた全国でも計画をされているようですけれども、ワークとバケーショ

ンということでの組合せですね。これについても、実際に稼働していらっしゃるところもお

聞きしますし、これこそやはり嬉野を、原体験をしながら仕事を進めるということのまさに

地でいく、そして、現在は単身で見えているけれども、やはり嬉野のすばらしさを感じ取っ

ていただければ、そして、長期にわたって仕事ができていくということであれば、結果とし

て家族を呼び寄せる、いわゆる移住に結び付けていくということを当然お考えだろうと思い

ますけれども、これも大きな期待をしているところであります。

それと、今、有楽町にありますふるさと回帰支援センターですね。ここも現在、嬉野市も

会員になっていただいて、それぞれの情報交換もされていると思いますし、特にここに関し

ては、いわゆる活用ですね、出張の相談会もされていますし、また、オンラインでのナイ

ター移住相談会とかやっていらっしゃいます。せっかく会員にも入っていただいたというこ

とで、やはり首都圏からの、九州地方、佐賀県というのも関心が高い地域ということでお聞

きしております。

そういうことで、このふるさと回帰支援センターのいろんな活用についても何かお考えが

あればちょっとお聞きしたいんだけど、よろしいですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

東京有楽町にありますふるさと回帰支援センター、私が就任してから会員として正式に、

年額５万円ということでもありましたので、議会のほうにも予算をお願いして会員とさせて

いただいたところでありまして、上京のたびには必ず立ち寄って情報交換等もしているとこ

ろであります。今年度は新型コロナウイルスの関係で、そもそも上京する機会がほとんどな

い中で、ちょっとまだ顔を出していないんですけれども、ただ、そこの佐賀県担当の方は非
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常に熱心な方でありまして、そちらで、例えば、嬉野のお茶に興味があるんだといったら、

直接嬉野のお茶農家さんに電話をしていただいて、こういう人がいるから受け入れてくれま

すかというようなところの手配までしていただいて、大変喜んで帰られたということを地元

の方からお伺いするというように、それほど熱心にやっていただいている方ですので、今後

も連絡を取り合いながら、嬉野に呼び込む御相談をしてまいりたいと思います。

特に、今議会で議決をしていただきました嬉野の移住者に対する心からの贈物であったり

とか、新年度に立ち上がりました移住支援制度と、そしてまたワーケーションの取組、併せ

て早期に情報提供してまいりたいというふうに考えておりますので、議会終了後の上京の機

会を捉えて、私どもとしても密に連携をしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

大いに期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。

２番目に、同じくこの企業活動に関しても多くの識者から、災害、また感染症のリスクを

踏まえ、地方分散の必要性が叫ばれているところです。いわゆる多様な働き方を提供する場

として貢献できると考えるところですけれども、新たな視点での企業に関する誘致活動のお

考えというのをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今年３月に嬉野市内の旅館の客室を改装して進出をいただいた企業がありまして、県と

我々市の支援制度も活用して入居していただいております。その様子が紹介をされますと、

本当に九州、そしてまた全国のメディアからも取材が殺到して、様々な媒体で今もいろんな

形で露出をしているというような取組であります。まさに旅館の空き室であったりとか、宴

会場だとか、旅行形態の変容で使われなくなったようなスペースというものを有効活用して

企業を誘致するというやり方に対して、非常に共感を寄せられたということもありますので、

我々としてもいろんな地元の方であったりとか、また、ワーケーションに関しては、これは

国家戦略レベルで進んでいる事業でありますし、菅総理も官房長官時代に重点項目の一つに

掲げられるほどのものでありますので、今後もっと加速するものと思われます。

そういった取組をちょっと水面下で協議もしておりましたけれども、そういったところも

十分に制度を活用しながら、今後の企業誘致のもう一つのメインストリームとして、ワー

ケーションであったりとか、地方で働きながら東京の拠点もやっていく、複数の拠点、サテ
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ライトオフィスでありますけれども、そういった構想の中に嬉野を選んでいただけるような

今後の誘致活動というものを進めていく、それが今議会のワーケーション誘致のモニターツ

アー等々の予算にも反映されているものだというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

ありがとうございます。従来型の製造業誘致等でよく見られた自治体としての大きな投資

ということに限らず、小さな投資で大きな効果を得られるような、いろんな情緒面も含めた

取組というのが今後求められると思います。やはり企業がやってきますと、当然、人、家族

がついてくるということで、先ほどの移住の問題とも重複しますけれども、当然、人が増え

てくるということになると思いますので、この辺はしっかり頑張っていただきたいと思いま

す。

次、２番目に行きます。

ＡＩやＩＣＴの拡大に伴う人材の確保及び専門分野の知識習得についてということです。

最初に、行政の現場でも今後、積極的なＡＩの導入が進むと考えます。さらに、既に教育

現場でもＩＣＴ環境整備が進み、今後、機器の導入も予定され、それに伴い、操作、また指

導することに精通している人材が必要と考えます。これについてはいかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

当初の予算の中でも、ＡＩ－ＯＣＲであるとか、ＲＰＡ、いわゆる職員の入力作業とか、

そういったものを一部オートメーション化、自動化することによって、職員がもっと市民の

方と直接向き合うような仕事に行政資本を転換していく、行政的なリソースを展開していく

というような考えに立ちまして、研究も含めた費用の予算をお願いしたところであります。

そこにもそういった専門的見地を持った方の招聘も含めた予算ということにもなっておりま

すし、今、直接の担当をいたします広報・広聴課のほうにも従来のスタッフに加えて、専門

的な見地を持つ人材を１人採用して、今、全庁的な議論の中で進めておるところであります。

そういった中で進めてまいりましたけれども、新型コロナウイルスの感染拡大でなかなか

市役所の庁舎に来ることさえもはばかられるというような市民の多くの声もいただいた中で、

やはりもっともっとＡＩであったりとか、自動遠隔システム、そういったものもいろいろ

ＩＣＴの技術を駆使しながら、業務の改革を一層進めていく必要があるというふうに思いま

して、今議会の中でも、自動で、スマホで、家にいながら各種の証明書類は郵送で送られて
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くるようなシステムであるだとか、お近くのコンビニエンスストアでも申請書が発行できる

ようなシステムの着手を図ってきたところであります。

そういった意味では、議員御指摘のとおり、市役所の従来の業務に通じた方とＩＣＴの専

門性を持つ人をうまく組み合わせながら、業務の中から課題を探ってＩＣＴ技術を入れてい

く。そして、ＩＣＴ技術の専門性を、ある意味では活用する視点を現場で事務処理に当たっ

ている職員がつなげていく考えを持つ。そういった組織内に業務改革の考え方を浸透させて

いく上で、やはり人が大きな要になるというふうに思っておりますので、今後もそういった

採用であったりとか、外部人材の登用も含めて、積極的にこうした人材登用に努めてまいり

たいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

今、人材登用のお話もされましたけれども、特に今後、広い意味で各自治体もこの導入が

進んできますと、当然、そういった意味で人材の奪い合いになるんではないかと危惧をいた

します。危惧をするというよりも、やはりここは市として、いわゆる専門職の高い、あくま

でも──先ほどちょっと述べられた意味合いに入るのかどうか、やはり正職員としてそうい

う人材を確保する必要性を私は感じます。１年間の期間を限定してというようなやり方では

なくて、しかも高度な知識をお持ちであれば、それなりの報酬も伴ってくるとは思いますけ

れども、他市町に引き抜きをされないような、そういった取組というのも今後考えていただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。御答弁をお願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

１年限りの人材の登用ということだけではなくて、もっと長期的な人材をしっかり組織内

で確保していくべきではないかという御質問の趣旨等を承りました。

我々としても、当然、ＩＴの知識だけで業務改革ができるというふうには思っておりませ

んので、やはり日頃の業務というものに精通した皆さんがＩＣＴを活用して課題解決をして

いくという思考を身につけていただく必要があるというふうに思っておりますので、どちら

かというと、自前の職員を育てていく人材として外部人材の登用を行ってまいりたいという

ふうに考えておりました。

また、陣内市民福祉部長は県においても業務改革の実務を担われた経験をお持ちであると

いうこともありますので、今そういった組織内全体の旗振り役としても御活躍をいただいて
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おります。そういった行政とＩＣＴを組み合わせていくつなぎ役としての人材をしっかり今

は確保できている状況でありますので、今後は職員一人一人が自発的にそういったＩＣＴの

活用をしていただけるような組織づくりに努力をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

よろしくお願いしておきます。

それでは、この件での３つ目になります。セキュリティー対策についても最も重要と考え

るところです。これについて、職員の専門的な研修などはどのように考えていらっしゃるの

か、伺います。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

先ほど議員御発言のとおり、もちろんセキュリティー対策については重要だと考えている

ところでございまして、現在、庁舎等で利用するパソコンを含むコンピューターについては、

県や周辺市町村と共同でセキュリティー対策を行っているところでございます。このような

共同運営を行っている関係で、各関係機関との研修会等も開催をされておりますので、担当

職員はそこに参加して研修をしているような状況でございます。

また、市では情報セキュリティーの基本方針というのを定めておりまして、その中で情報

資産の機密性とか安全性とか、そういったものを維持するための対策をしながら運用を進め

ておりますので、その情報セキュリティーの方針を職員一人一人が確認しながら今のところ

は進めている状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

課長、今答弁いただきました。ちなみに、例えば、外部から入り込まれて情報が流出した

というようなことは現状ではないんですよね。ちょっとそこを確認ですけど。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）
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お答えをいたします。

現在、そういった情報が漏えいしたということはございません。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

分かりました。

特に企業関係を調べてみますと、実は嬉野市も今後導入というか、既に使っていらっしゃ

るのかもしれませんけれども、そこを介した、いわゆる企業恐喝ですね、いろんな情報を盗

みまして、その裁判というのが結構あっているんですね。そういったことが危惧されますの

で、特に今後、先ほど言いましたように、学校現場等も多くの機器導入が計画されていると

ころです。

そういったことで、これは参考になるかどうか分かりませんけれども、これは大きな都市

ですね、横浜市などの取組では、もう６年ぐらいになるとお聞きしておりますけど、同じく

横浜市に情報セキュリティ大学院大学というのがあるということなんですけど、そちらに職

員を１年間、出向という形で、派遣という形で、セキュリティー対策を多くの職員に学ばせ

ていると。こういった事例もいろんなものを調べてみると行われています。

そういうことも踏まえて、先ほど広域での研修等ということで現在の対応もお聞きいたし

ましたけれども、こういった専門分野での、やはり専門研修というのは今後も重点的に行っ

ていただきたいということでお願いをしておきます。

それでは、最後になりますけれども、３番目です。

観光政策としてのサイクルツーリズムの可能性についてということでお尋ねをいたします。

国交省のほうでしょうかね、サイクルツーリズムというのを推進されております。いろい

ろな種類がありまして、当然、ロードサイクリング等もありますし、現在、嬉野でも茶輪

（ちゃりん）ということで、実際、昨年から別の形での取組もされております。

今後、嬉野の新たな体験型観光、市長が述べられたコト消費ということにつながると思い

ますけど、その魅力の一つとして、私は今回、いわゆる自然、森林を生かしたマウンテンバ

イクコースの導入、もちろん市が直接やることではないんですけど、こういったことでのサ

ポートなり考えられないかということでのお尋ねを出しております。市長のお考えをお願い

します。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。
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議員御指摘のとおり、観光のニーズというものは大きく変わっておりまして、宿に泊まっ

て、そこだけで狭い空間で過ごすというわけではなくて、そこの御当地でしかできない体験

を求めて観光される方が近年は増えている。そういった意味では、サイクリングツアーとい

うのは非常に有力なコンテンツになり得るんではないかなというふうに考えております。

新型コロナウイルスの感染が広がる中で、やっぱりいろんな屋内の施設よりも、感染のリ

スクが比較的低いとされる、オープンエアというふうに県は表現しますけれども、野外での

活動に焦点を当てた観光体験、そういったものに対しても県、そして、我々もそういった方

向性の中で新たな誘客事業として取り組んでまいりたいというふうに考えておりました。

そういった中で、以前から茶輪（ちゃりん）ということで、自転車を使ってお茶畑を巡り

ながら、お茶を飲みながら回ってもらうという取組も非常に好評を得ておりますので、それ

をもっともっと進めた形にしたいということで思っておりまして、有田と武雄と嬉野で３市

町連携の取組として、今年は若手の職員さんたちの交流プログラムの一環としてそういった

サイクリングコースの検討が行われておるというところであります。

私も自転車を活用するまちづくりの首長の会に佐賀県でただ一人入っていますので、いろ

んな情報収集を行っていますと、サイクリングコースを造るというのは、嬉野市内だけの20

キロ、30キロでは、好きな方にとっては不満だと言われるそうです。大体100キロとか、

我々の感覚からいけば、そこまで長いと誰もやらないのではないかなと思ったんですけれど

も、実はしまなみ海道とか、広島県の尾道、今治とか、そういったところの先進地とかを見

ると、かなりの距離数のあるコースを設定されていることが多いということでありますので、

我々嬉野だけの中ではなくて、広域連携の中でこうしたサイクリングコースの設定をしてい

ければというふうに思っておりますので、それぞれのまちの若い職員のアイデアというもの

もありますので、そういったところのお披露目が早い段階でできるように、我々としても応

援をしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

ありがとうございます。県のホームページ等をちょっとのぞいてみますと、県内では現在、

先ほど市長がおっしゃられたサイクリングに関して言いますと、太良のほうを通るルートと

いうのが今構想的に上がっているようですね。

私がこのお話を出したのは、当然、国が進めるサイクル観光ということで、様々な環境に

よくて、健康にもいいということ。それと、やはり嬉野にお泊まりいただいて、朝、そのま

ま次の目的地へ向かわれる、もしくは帰られるということではなくて、そこでやはりまた次

のこういった一つの体験ということで楽しみをしていただきたいということで御提案という
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か、お話をしているわけですね。

そもそもの発端は、非常に近くの異国といいましょうか、佐世保のほうに米軍の基地がご

ざいますね。そこの軍属の方が、アメリカの方なんですけど、やはりこういったアウトドア

というのを、マウンテンバイク、嬉野にそういったコースがありませんかということで再三

お問合せをいただく方とちょっといろいろお話をした経緯がございまして、そのときは私も

何もそういう考えもありませんので、ちょっと現状では難しいですねというお話をしていた

中で、いろいろ調べてみますと、佐賀県では富士町の苣木地区というところにマウンテンバ

イクのコースがあって、今年１月には、スポーツ庁の鈴木長官ですね、今回お替わりになら

れたところでしょうけれども、視察等もあっているようでございます。そういったことで、

国のほうも関心を高めている。そして、嬉野自体も新たな観光の資源としてこういったもの

が進んでくれば、市のほうも大いにサポートしていただきたいということでのお話でした。

これについては、当然、観光ということになりますが、課長、今質問をしたことでのお答

えというか、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいんですけれども。

○議長（田中政司君）

観光商工課長。

○観光商工課長（中村はるみ君）

お答えいたします。

今コロナ禍の中で、観光の在り方自体がいろいろと新たな展開を示しているような形で、

いろんな事業を模索しているところでございますが、自転車につきまして、マウンテンバイ

クにつきましても、サイクリングツーリズムということでいろんなことがされているんです

けれども、嬉野市としても先ほど市長が答弁しましたように、茶輪（ちゃりん）とかの事業

を行っているわけですが、観光協会のほうで行われている事業でございます。観光協会のほ

うの地域力開発プロジェクトの中の新ツーリズムチームというのがありまして、そこの中の

令和２年度の事業計画の中に、マウンテンバイクツーリズム事業というのが今度の事業計画

の中にも上がってきておりまして、そこの中で新たな事業として取り組んでいくようなこと

で検討をされているところでございます。

そういうことで、議員提案がありましたマウンテンバイクのコースの導入につきましても、

自転車を活用した事業の一つとして加えていくことで、観光体験のメニューとして新たな一

つのコースとして取り入れていけるのではないかということで、今後また開始に向けて検討

をしていきたいと考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）
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課長ありがとうございました。

市長も先ほどから答弁をしていただいております。そしてまた、今、課長からのお話もお

聞きしました。私も具体的なお話はもちろんお聞きしていないんですけれども、ただ、そう

いう動きがあっているよということは聞いたところでしたので、これは私が別のところから

の問合せ等も踏まえて、ああ、そしたらやはりそういったニーズがあるのであれば非常にい

いんではないかということで、今後、民間の団体のほうでもいろいろ研究が進んでいるよう

でございますので、ある時期が来たときには、どういったサポートができるのか、十分研究、

また検討していただきたいということをお願いしておきます。

それでは、私の一般質問をこれで終わります。

○議長（田中政司君）

これで森田明彦議員の一般質問を終わります。

引き続き一般質問の議事を続けます。

14番芦塚典子議員の発言を許します。芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

皆さんこんにちは。議席番号14番芦塚典子です。ただいま議長の許可をいただきましたの

で、一般質問をさせていただきます。

今回は大きく分けて２項目について一般質問をさせていただきます。１つは災害対策につ

いて、２項目めには新型コロナウイルス感染症対策について、学校教育における対策と新型

コロナウイルス感染症対策支援策についてお伺いいたします。

それではまず、１項目めの災害対策についてお伺いいたします。

近年、先ほど森田議員がおっしゃったように、台風などの接近、通過などありまして、自

然災害の危険度が増しております。市内では災害が近年多数発生しております。佐賀県の土

砂災害警戒区域指定状況には、県内の土砂災害警戒区域が１万2,764件、うち土砂災害特別

警戒区域が１万1,618件指定されております。そのうちで杵藤土木事務所管内で嬉野市の土

砂災害警戒区域等として1,105か所、さらに、土砂災害特別警戒区域には1,010か所指定され

ております。市内の1,000か所以上を指定されております土砂災害区域を整備するに当たっ

て、市としての課題はどういうものでしょうか、お伺いいたします。

以上、再質問並びにほかの質問は質問席にてお伺いいたします。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、芦塚典子議員の御質問にお答えをさせていただきます。

土砂災害警戒区域として1,000か所以上指定をされているということで、これらに当たっ
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ての課題ということでの御質問でございます。

当然、この1,000か所全てを今すぐ整備するというのは現実的ではないわけでありまして、

多額な予算がかかるということであります。そういった意味では、やはり優先度の高いもの

からしっかり財源を確保しながら進めていくということも重要だというふうに考えておりま

すし、この土砂災害警戒区域等の情報を公表した背景には、そういったハード整備を促進し

ていくという色合いよりも、危険な地域を広く情報提供することで早期の避難を促す、ある

いは我々行政が避難指示、避難勧告をしていくに当たってもそういった地域性も勘案しなが

ら判断をしていく材料として公表をされたものだというふうに認識をしております。

そういった意味では、当然、毎年のように災害が起きている現状に鑑みて、未然に防ぐ

ハード整備をしっかり国、県等に要望していくということと併せて、こうした地域特性を頭

に入れながら早期の避難を促していく、そしてまた、そういったときには空振りを恐れない

ということで、先日の台風のときも異例の台風には異例の対応ということで1,000人超の避

難をいただいたように、しっかり必要に応じて情報提供を市民の皆さんにしていくことで安

心・安全を守っていくという決意の下で今後とも災害対策を進めてまいりたいというふうに

考えております。

以上、芦塚典子議員の御質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

答弁ありがとうございます。今後は1,000か所以上の土砂災害警戒区域を整備するには本

当に多大な財政が必要だと思います。その財源を確保しながら、ハード、ソフト面の充実を

図っていくというお答えでありました。当然のことであります。

それで、災害を未然に防ぐハード面の整備というのをお伺いいたしますけど、県内の土砂

災害警戒指定区域というのは、土石流、急傾斜の崩壊、地すべり警戒区域ですけど、指定状

況は県内で１万2,764か所です。その約10分１が市内の警戒区域に指定されております。

1,010か所の特別警戒区域の整備に当たる費用はどれくらいかとお聞きしたいところなんで

すけど、中長期財政計画になると思いますので、非常に難しいと思いますので、今回は今年

度どれくらいの箇所を整備していかれる予定なのかというのをお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

今年度の事業の状況ということですが、まず、県の整備についてお答えいたします。県の

整備につきましては、まず、砂防事業がございます。こちらのほうは今現在事業として５か
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所の事業が進んでいるということでございます。そして、もう一つ県の事業で急傾斜地崩壊

対策事業、こちらのほうが上岩屋で対策工事がなされておりますが、こちらのほうも今年度

整備が行われているところです。

市が行う工事につきましては急傾斜地の崩壊防止事業というものがございまして、こちら

のほうは今年度１か所の整備をするように計画をいたしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

すみません。追加といいますか、補足で説明させていただきたいと思います。

うちのほうでは急傾斜地関係でなくても社会資本整備のほうで橋梁の補修整備とか、それ

から、のり面防災、そういう事業ももちろん手がけているところでございます。災害等が起

きたとき、市道が通れないじゃ話にならないと、一番のライフラインだというふうに認識を

しているところです。このことにつきましては、今年の３月議会について事業費として４億

5,100万円ほど補正の予算を議決していただきました。この分についてそのまま繰り越して

はいるんですけど、その分についての橋梁補修整備及び道路防災の事業に充てて事業として

進捗しているところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

ありがとうございます。お答えによりますと、県の砂防工事が５か所、急傾斜崩壊防止事

業１か所、そのほかに３月議会で国のほうから社会資本総合整備事業で４億5,000万円とい

うことで大きな財源をいただいております。道路整備とか、そういう整備が進行していくと

思います。

ただ、９月補正予算で上げられた農地・農業用施設災害復旧箇所７地区ということで、下

宿下の６か所、吉田が８か所、岩屋川内13か所、不動山が２か所、久間１か所、谷所２か所、

それから、林道災害復旧としては吉田東部線、赤瀬線、多良岳横断線、平林線の４路線、そ

れと、施設の災害復旧箇所が33か所ということで、約１億円に上る予算が執行される予定で、

さらに、社会資本総合整備事業による４億5,000万円というので十分に災害復旧費の予算が

計上され執行されていくと思っております。

ということで、お願いしたいんですけど、近年の災害状況を鑑みると、まだ足りないと考

えております。それで、そこら辺は十分じゃないと思いますけど、これ以上に予定を今年度

災害復旧費として災害復旧箇所というのをまた予定されているのか、それをお伺いいたしま
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す。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

災害箇所につきましては、議員が先ほどおっしゃったとおりでございます。これからまた

災害復旧箇所ということですが、農地、また、農業用施設につきましては、地元の負担金、

分担金というものもございます。また、災害についても採択要件というものがございまして、

その採択要件というのが工事費で約40万円以上なければ災害として該当しないということに

なっております。実際は33か所以上災害は起きております。ただしかし、その災害復旧事業

という国の事業に該当する箇所が33か所ということでございます。

あと、林道につきましては地元の負担はございませんので、そこはいいんですが、これも

採択要件というものがどうしてもございますので、小規模な災害についてはまだ数か所ござ

います。

また、同じく市道についても、小規模な災害は、この前もちょっとお話をしたかと思いま

すが、数か所ございます。ただ、どうしても採択要件というものがございますので、今回そ

のような形で申請をさせていただいているところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

市長にお伺いいたします。

今年度、社会資本総合整備事業、あるいは１億円の今回の補正ということで災害復旧費に

充てていただいていますけど、県の昨年度の災害復旧費が85億7,200万円、それと、嬉野市

が１億7,000万円災害復旧費に充てております。新型コロナウイルス対策もすごく重要だと

思うんですけど、私たちもこのような自然災害に対しては人命を失った経験がありますので、

災害復旧費にも必ず目を向けていただきたいと思うのです。それで、昨年度は１億7,000万

円の予算が執行されております。今年度はまた財源的に災害復旧費というのはどのように考

えていらっしゃいますか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

前年より災害復旧費が少ないということでありますけれども、それは我々としては必要な
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ものに対しては目いっぱい予算を振り分けてあるわけでありますので、額が少ないことを

もって、それを問題視するというのはちょっといかがなものかというふうに思っております。

むしろそういった災害復旧の費用がかからないにこしたことはないわけでありますので、今

後も当然ながら必要なものに対して復旧費は、当然そこに国、県の支援をしっかり情報収集

して絡めながら、我々の一般財源の持ち出しを極力少なくするという努力はしますけれども、

目いっぱい満額つけるのが当然のことだというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

お答えありがとうございます。昨年度が災害復旧費が１億7,000万円、今年度が１億円と

いうことで、その数字だけをもってどうこう言うのじゃないです。これは土砂災害等の危険

箇所の方が分担金が高いので、してほしいとか言われるけど、できないとか、そういう危険

性をはらんだ家屋、そういう地域がありますので、そこら辺にも今後目を向けていただきた

いというつもりで今後の財政というのを活用していただきたいということで申し上げたとこ

ろです。

それで、土砂災害に言及したいと思いますけど、土砂災害の警戒区域並びに土砂災害危険

区域の整備状況を伺うというのを出しております。嬉野市は57％が山林で76％が植林をされ

山間地が多いということです。それで、土砂災害等の災害が多いと思われ、急傾斜地崩壊や

土石流の危険性が数多く存在しております。

私が県の資料から調べさせていただいたんですけど、塩吹川第一砂防が令和５年の完成予

定、それから、屯坂第二が令和１年の完成予定で、庵の山が完成しているかどうか分からな

いんですけど、砂防ダムの５か所とおっしゃったのは現在進捗中はどれくらいなんでしょう

か。お願いします。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

先ほど議員がおっしゃられた砂防ダム２か所のほかですけど、一つは平山川第一砂防、こ

ちらは谷所地区になるわけですが、こちらは現在用地交渉中ということで伺っております。

あと、谷川第一砂防、これは美野南のほうにございますが、これが本堤の施工の準備中とい

うことで令和４年度に完了する見込みだというふうにお伺いしております。もう１か所、こ

ちらが岩倍川の砂防ですが、こちらは東吉田地区のほうになりますけど、こちらのほうは今

現在、調査測量設計の業務をやっておられるということでお伺いをしているところです。
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以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

塩吹第一砂防と屯坂第二と、庵の山は完了しているのでしょうかね。それと、平山川第一

と谷川第一と、岩倍川が調査中ということなんですけど、工事が現在進行中は３か所ですか、

２か所ですか。（発言する者あり）工事が進行中は。工事自体が。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

工事自体の現在進行している箇所につきましては谷川第一砂防のみでございます。あとの

部分につきましては、用地交渉ないしまだ測量設計が行われているところです。あと、庵の

山につきましては、まだ現在も工事の整備が進められている状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

工事中が庵の山ですね。塩吹川第一は調査中なのでしょうかというのをお聞きしたいんで

すけど、ほかのは調査中ということで一応理解しております。ただ、財源も高価であります

し、県の事業でありますので、その進捗具合がどうしても計画どおりにいかないかも、庵の

山は平成29年度完成だったんですけど、工事中ということでですね。それで、県のほうに進

み具合はもっと申し入れていただきたいと思います。

それと、また次の質問で砂防ダムのことをお願いいたしますけど、２番目の大木庭武雄線

の土砂災害復旧はどれくらいでめどが立っているのでしょうか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

大木庭武雄線の災害復旧ですが、昨年度に２か所が被災をしております。１か所につきま

しては今年の12月に工事の完了予定ということでお伺いをしているところです。この箇所に

つきましては２か所のうち手前のほうになりますが、そちらのほうが完了予定ということで

す。あと１か所につきましては今現在地すべりの兆候がまだありまして、そちらのほうの調

査をまだ現段階でも行っているということでございます。
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今年、地すべりの調査を行っているすぐ先のほうでまた大規模な災害が起きておりまして、

今現在、そちらのほうも地すべりではないのかなということで地すべりに対しての機器の設

置等を今現在行われているということでお伺いをしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

昨年度の災害ですかね、それとまた、以前にもあそこは土砂災害があって、復旧、復旧で

１年以上たちますけど、まだ復旧工事ができていないということで、地元の方が生活道路、

また、大木庭武雄線なので、鹿島の大木庭地区からも利用しております、そういうことでい

つ復旧するのだろうかというのが地元の人の声です。区長さん、あるいは地元の方への説明

とかはなされているのか、県にも陳情に行かれておりますけど、地元の声がいつできるのか

という、だから、そこら辺を地元の方にも一応の説明が必要じゃないかと思いますけど。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

今の件についてお答えさせていただきたいと思います。

今、議員がおっしゃるように、以前も崩落をしたと、その関係で復旧してまた開通してい

る。要するに何回も崩落している箇所ということで今回かなり慎重にそういうふうな調査業

務というのをやられているんじゃないかと私は認識をしています。

ただ、今現在、昨年崩落したところの１か所については既に工事に入って、今、課長が申

しますように、12月に終わる。去年崩落したところのもう一か所については調査をし、また

今年崩落をしていると、その関連関係も含めて調査を今なされているというふうに伺ってい

るところです。

ただ、確かに地元の方の交通の不便さというのを考えますと、今言われていることは十分

理解できます。このことについては杵藤土木事務所のほうにそういうふうなお話があってい

るというお話をおつなぎしたいと思っています。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

大木庭武雄線は本当に武雄に行くには、国道498号がこう回りますので、どっちかという

と、山の上を真っすぐ行きますので、武雄に着くには本当に時間が短くて結構利用されてい

るようです。大きな地すべり調査というのがあっていて県の調査が行われているというのも
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認識しております。ただ、そういうことで、さっき申しましたように、砂防ダムの調査とい

うのは県に申し入れることはできないでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

砂防ダムの今できている分の調査（「いえ」と呼ぶ者あり）新たに設置をしていただきた

いという……

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

すみません。ちょっと説明不足だったんですけど、この大木庭武雄線が数回地すべり、あ

るいは崩壊をしているんです。それで、今、県も大きな地すべりで調査されているというこ

となんですけど、それで、調査の時間がかかると思いますけど、砂防ダムというので一つの

解決にはならないかと思うので、砂防ダムの調査というのは申し入れることはできないだろ

うかというふうに思っております。それはどのようにお考えでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

お答えします。

今確かに工事が行われている箇所、また、今調査を行っている箇所、内容的には調査ボー

リングとか、地盤伸縮計地下水の調査というふうな形でお聞きをしています。多分この調査

内容からすれば、地すべり関係も懸念されているのかなというふうに思っています。ただ、

その調査関係を解析してどういうふうな対策工法が取られるのかというのは今後の問題だと

思います。ある程度の方向性は出ているか分からんですけど、また、そのことについて私は

まだ聞いていません。だから、今言いますように、砂防なのか抑止工なのか、いろんな工法

がございますので、それは専門の方が解析してどういうふうな工法が一番適切なんだという

ことで県の事業として動かれるというふうに思っています。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

部長の意見がごもっともだと思います。ただ、本当に通行禁止が長いので、本当に調査を

明確にしていただいて適切な整備をしていただきたいと思っております。
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以上です。

次に、３番目の塩田川の河川災害としてしゅんせつ工事が行われておりますけど、まだ多

くの泥土が堆積し、地方債を活用してしゅんせつ工事を進めるべきじゃないかという質問を

上げております。

ただ、建設のほうにお伺いしましたら、塩田川水系では25の河川がありますが、全て県の

管轄ということで、地方債に関しては市としては言及できないと思いますので、地方債のこ

とは言及いたしませんけど、総務省だったと思います、緊急浚渫推進事業の創設ということ

で多分2020年度に対応してありますけど、事業年度が令和２年から６年度の５年間の事業で

充当率100％で、令和２年度900億円、５年間で4,900億円、これを地方債で充当するという

ようなことを地方財政法を改正して行えるようになっております。県の事業ということでこ

こまでは言及できませんけど、この事業があるなら、塩田川水系のしゅんせつ工事というの

を、昨年度は浦田川のしゅんせつ工事をしていただいたと思います。ほかのところも泥土と

いいますけど、私たちは潟がすごく堆積しております。それで、しゅんせつというのをさら

にお願いできないかと思いますけど、どのように。しゅんせつ工事をさらに進めていただき

たいと思いますけど。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

塩田川のしゅんせつ工事ということですけど、昨年度は塩田川と入江川の合流地点の部分

のしゅんせつ工事が行われております。あと、上流に行きまして嬉野下宿のシーボルトの湯

の付近の上流の土砂のしゅんせつ工事等が行われたところでございます。

今年度につきましては、また入江川との合流点付近のしゅんせつ工事を予定しているとい

うことで、今、入札の公告中ということで、もうしばらくしたら入札が行われるのではない

かなというふうに思っております。

あと、塩田地区の大草野の南のほうのしゅんせつ工事、そして、嬉野の温泉橋、温泉公園

の下流になりますけど、そちらのほうのしゅんせつ工事、今年度はその３か所のしゅんせつ

工事を行うということでお伺いしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

お答えします。

今、課長が申したような形で県のほうもいろんな必要と思われる箇所をずっと行っている。
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ただし、私たちもパトロールをするんですけど、ここもやったがいいんじゃないかなという

箇所は私たちが見た目で思うところはございます。だから、そういう意味では、今言われた

ことについては県のほうにおつなぎをしたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

以前もしゅんせつ工事をしていただいたんですけど、昨年、一昨年、塩田橋のところで危

険水域に達したのが80ミリぐらいの雨量なんです。80ミリの雨量で危険水域に達するという

ことはちょっと今までの災害ではあまり記憶がないのです。80ミリ以上でですね。それで、

どうしてなのかということを考えたら、潟、泥土ですね。それで、八幡川のところは昔、新

川と言って私たちが洗濯に行っていました。あのときの記憶によりますと、潟は全然ありま

せんでした。その向こうのあらこのところはちょっとありました。今は信じられないくらい

の潟で堆積しております。ああいうのが１日に80ミリの雨量で危険水域に達する原因じゃな

いかと思いますので、本当は河川の拡幅とかかさ上げとかが必要なんですけど、すごく財源

的に大変ですので、一応、八幡川と塩田川の合流地点、あそこら辺の泥土、潟をもう少し取

り除いていただければ、80ミリで６メートルの危険水域になるのは早過ぎるんじゃないかな

という危惧はあります。

ですので、本年度、入江川とか３か所していただいております。本当に入江川も木がたく

さん覆って本当にしゅんせつが必要だと思います。大草野の温泉橋とかですね。ただ、危惧

されるのは下流の八幡川合流点が一番危惧しておりますので、それを県に申入れをお願いし

ていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

先ほど部長も申しましたとおり、私どもはパトロールをさせていただくことがあります。

そういう中で確かに泥土もたくさんあるというふうな認識はしているところです。先ほど議

員がおっしゃったように、こちらとしてもしゅんせつについては強く要望していきたいとい

うふうに考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）
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災害対策の最後の質問をお伺いいたします。

災害対策の最後の質問は、自然災害に対する復旧費として災害基金を新設して復旧を早期

に進めるべきではないかというのと、ハード面での復旧並びに人命や社会活動に被害が出て

おりますので、この方たちの支援、見舞金、あるいは物資による支援、その他ボランティア

等の災害支援に利用するために、災害基金というのが、災害の被災地が今クラウドファン

ディングで創設しておりますけど、災害常襲地でありました嬉野市でも創設、あるいはこう

いうのを考えていただけないかというのを市長にお願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

災害基金ということで、我々の基金としての積立ての御質問だと通告書を見る限り思って

おりましたけれども、確認ですけれども、民間の方のそういったクラウドファンディング的

な災害が何かあったときにすぐに使えるための基金をというような御提案ということで理解

してよろしいでしょうか。ちょっと確認をさせていただきます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

本来は災害支援基金として本当に基金としての積立てをお願いしたいんですけど、最近は

被災地がクラウドファンディングを利用しているので、被災した場合はそのクラウドファン

ディングもできるような、それと両方を兼ね備えた災害支援基金というのを創設していただ

ければと思って。クラウドファンディングに特定しない、いわゆる災害の場合に高額な費用

に充てられるような災害基金というのを創設したらどうでしょうかというのを提案したいと

思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

まず、切り分けてお話をさせていただきますけれども、市の基金として災害基金を設立す

るということに関しましては、災害基金を設置しているところ、武雄市は大規模な豪雨災害

に見舞われたので設置をされているというふうにお伺いをしておりますが、基本的には複数

年、２年、３年の話じゃなくて、４年、５年ぐらいの長期的な財政計画の中で復旧を図って

いくような事業であれば、１年で国からのそういった予算を使い切れないこともありますの

で、基金として積み立てて使っていくという方法は考えられるのかなというふうに思ってお
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りますが、まだ、嬉野市は幸いにしてそういった国からのものを繰り越してまででも長期的

にしていかなきゃいけないという復旧事業はありませんので、現時点では何も起こっていな

い中ではちょっと必要はないのではないかなというふうに考えております。

民間からの資金調達ということも御質問の中に含まれているということでありますけれど

も、例えば、ふるさと納税のサイトでも大きな災害が起こったところでは返礼品なしの形で

災害の復旧を納税者の方にお願いするということも行われているようであります。これも

我々としては、そういった事態にならないのが一番いいのは当然のことでありますけれども、

そういった大きな災害、そしてまた、自分たちの力だけでは復興がなかなか難しいぞと判断

した場合には、そのふるさと納税などのサイトを活用して様々な復興資金の調達に動けるよ

うに平時よりの備えをしておきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

分かりました。一応ふるさと納税というのをいただいているので、それで様々な災害に充

用できればということで理解しました。

ただ、私が経験しております災害というのは、時として来て、昭和37年ですかね、16億円

ぐらい、それから、昭和51年も16億円、それから、昭和45年の災害も７億円ぐらい、予期せ

ぬ損失が出てきますので、そういうときのために何か基金というのを立ち上げていただけれ

ばと思って御提案したところです。お答えいただきましたので、それで納得しております。

次は、市長、教育長にお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いいたします。

学校教育における対策について、小・中学校の新型コロナウイルス感染症予防対策と学校

休業の影響に対する対応について、市内の学校ではどのように対応されていただいたでしょ

うか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

新型コロナウイルス感染症対策で特に学校教育における対策ということでございますので、

お答えを申し上げたいと思いますが、まず、嬉野市では、感染予防対策として３つの密を避

けること、そして、マスクを着用し手洗いをすることを指導しておりまして、児童・生徒の

毎日の検温といいましょうか、健康管理といいますか、そういうものを行っております。ま

た、ドアノブや手すりなどの消毒を行い、給食については同じ方向を向いてしゃべらないで

食べてもらうというふうなことなども行っております。さらに、消毒に関することでスクー
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ル・サポート・スタッフを任用しておりまして、いわゆる感染症の予防対策の徹底を図って

おります。

前回の臨時議会のときにも御紹介申し上げましたけれども、嬉野市の新しい方式というふ

うな形で（資料を示す）こういうものを教育委員会で作りました。御紹介をしたと思います

けど、これを配付して、学校での手洗いの６つのタイミング、それから、家庭での６つのタ

イミングというふうなことで対応をしてきているところでございます。

それから、後半の部の学校休業の影響についてでございますけれども、授業時数の確保が

最も重要であるというふうに認識をしております。特に中学３年生と小学６年生については

進学を伴いますので、最優先で授業時数を確保していただくことをお願いしております。確

保のためには夏休みの短縮と学校行事の精選等も行っております。

また、先般、臨時議会で子ども学校塾の予算を認めていただきましたので、５月20日から

子ども学校塾事業を小学校、中学校も広げて実施をして補充をしております。

そういったことで、学校休業期間で見られた学習習慣を元に取り戻すという意味では非常

に大きな意義があったというふうに思っております。議員の皆様方にこの機会を借りてお礼

を申し上げたいと思います。そういった形で対応しているところでございます。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

感染症対策でいろいろ消毒等とか、それから、給食等、あるいは嬉野市の教育委員会で家

庭と学校の留意点というパンフレットを配られて、子どもたちも新型コロナウイルス対策を

意識したと思います。

それと、文部科学省が学びの保障と感染症予防の両立というのを示しておりますが、その

中に臨時休校も学びを止めないということで、夏休みを短縮したということ、それと、速や

かにできるところから学校での学びを再開する、３番目、あらゆる手段を活用して学びを取

り戻す、それから、柔軟な対応の備えにより、学校ならではの学びを最大限確保するという

ことで、その一つとして子ども学校塾等の予算を確保されたということが、予算で明確に子

どもたちへの支援が現れているところです。

その中で２つ文部科学省が実施するという項目がありますけど、国全体の学習の保障に必

要な人的・物的支援、それと、効果的な学習保障のために学習の考え方の明確化というのが

あります。人的・物的支援は今回の次のＧＩＧＡスクール構想の中の予算で受け入れられた

と思いますけど、あとのほうの効果的な学習保障のための学習の考え方の明確化というのが

文部科学省の通達の中にありますけど、嬉野市ではどのように捉えていらっしゃるのか、ど

のような学習方針なのか、それをお伺いいたします。
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○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

一口で申しますと、文科省が文字化しておりますけれども、あらゆる手段で子どもたちを

第一に考えて最大に学びの保障をしていきたいというふうに思っております。そして、質の

高い教育を進めていきたいというふうに思っているところであります。

したがって、いわゆる学びの保障という話をされましたので、提言を述べさせていただき

たいと思いますけれども、学びの保障では４点述べております。

１点目は学習活動の重点化を図れという指示がありますけれども、嬉野市は２学期制を

取って夏休みを短縮して行事精選をしておりますので、これについては十分クリアをできて

おります。

それから２点目は、中学３年生と小学６年生には最終学年になりますので、いわゆる指導

事項の一部を次年度に変更してもいいよというような話もあるんですけれども、実は授業時

数の確保ができておりますので、繰り延べたりする必要はないというふうに思っております。

それから３点目は、国のほうで人的・物的体制の緊急整備という部分が提案されておりま

して、実はその中に教員加配ということで全国で3,100名、それと、スクール・サポート・

スタッフ２万600人というのがありますけれども、実は教員加配は国から全額もらって採れ

るものでありますので、小学校に１名、中学校に１名、計２名を嬉野市に採っております。

佐賀県では全体で４名、そのうちの２名を嬉野市に採っているというところでございます。

そして、小学校では６年生の一番多いクラスに配置をしております。それから、中学校では

一番大きい学校に配置をして指導しているというところでございます。そういったところで

ございます。

それから、最後の４点目のＩＣＴ関係によるオンライン授業についてでございますけれど

も、スクール・サポート・スタッフですけれども、これあたりも現在お願いをしております

し、そういったところで学びの保障については国が申されておりますけれども、そこら辺に

ついては手を挙げて積極的に予算を取って最大限の質の高い教育を進めたいというふうに考

えているところです。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

教育長から学びの保障ということで質の高い学習保障をする人的・物的支援ということで

いろんな施策をいただきました。また、加配が県４名のうち２名が嬉野市ということで、本

当に重要な任務だと思いますので、子どもたちのために活動をしていただきたいと思います。
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次の３番目の質問に移りますけど、感染症や災害発生時でも全ての子どもたちの学びを保

障するために、１人１台端末や通信環境を整えるというＧＩＧＡスクール構想ですね、

Global and Innovation Gateway for Allという地方創生臨時交付金が出ていますけど、嬉

野市ではどのような配備をなさって、どれまでにそれが利用できるようになるのか、それを

お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

ＧＩＧＡスクール構想についてということでお答えを申し上げたいと思いますけれども、

文部科学省は昨年の９月に令和５年までにというふうなことで発表をいたしました。しかし、

コロナ禍の進行があってウイズコロナ等を受けて、いわゆるそれが前倒しになって、本年度

末までに整備をしなさいというふうなことで、臨時議会あたりでは校内ＬＡＮについて今年

度中に高速ＬＡＮを整備するというふうなことで取組を今、調査、進行をしているところで

ございます。

そして、今回お願いしておりますのは、児童・生徒一人一人に１台のパソコンをというこ

とでございますけれども、嬉野市では４年生以上、小学校４、５、６年生と中学校全員と、

それから、職員１人、それから、幾らか予備的なもの、そういう台数をお願いしております。

そういったことで、特に学びの保障あたりでも計画的に前倒ししなさいという県の指導も

ありましたし、国としての在り方もありましたので、そういった形で取組を進めているとこ

ろです。

特に日数的には一番気になりますのは、物は入れて時間的には今年中には多分入ると思い

ます、佐賀県内でも今朝の新聞等を見ましても県のほうに依頼して共同購入をしたところも

ありますけれども、嬉野市はまだ単独でやろうということでどういう機種にするのか今協議

中でございます。そういったことで、先ほど森田議員からも質問もあっていましたように、

セキュリティーの問題とか、あと、アフターケアの問題とか、それから、パソコンに対する

教育といいましょうかね、そういうものも先生方自身も研修をしていただかなくてはなりま

せんので、そういう前段階の準備と、さらには、入れた場合のランニングコストもまだまだ

見えない部分がございます。そして、一度入れたらずっと半永久的にという部分でもないよ

うでございます。５年に１度は更新をしていかなきゃならないと。そういうことももろもろ

の諸問題が山積をしておりますので、取りあえずは４年生以上から入れていこうという方向

性を出して今回の予算をお願いしている状況でございます。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。
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○14番（芦塚典子君）

嬉野市のＧＩＧＡスクール構想では、４年生以上に端末を、小学校が834名ですかね、中

学校が680名、合計が1,514台の端末、それと、環境整備をしていただくということで今年度

末までに整えていただくということで了解いたしました。

それで、オンライン授業というのは本当にすごく効果があります。効果がある子どもには

効果があります。それと、格差がかなりできます。それは必要なんですけど、休校とか新型

コロナウイルス対策ではこれは必須の機器じゃないかと思っております。

それで、それを本当に十分に活用するために、専門職の配備を考えていらっしゃいますけ

ど、専門職の配備というのを何名なのか、スクールサポーターもＩＴのほうに支援していた

だけるのか、専門職は１名と思いましたので、そこら辺を説明していただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

専門職ということでございますが、国は４校に１名というふうなことで言っておりますの

で、嬉野市内には情報教育専門員として２名入れておりますので、もう１名はぜひ最低でも

お願いしたい。それ以上になると、もっと現場は助かります。ということでございますので、

そういった意味でぜひお願いしたいというふうに思っています。最低でも国基準はクリアし

たいなというふうに思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

そこら辺は議案でやりましたので、これ以上はあれですね。芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

はい。

○議長（田中政司君）

いいですか。ＧＩＧＡスクール構想の中身についてはですね。

○14番（芦塚典子君）続

それと、情報の方の２名というのが専門職なので、この予算ではと思うんですけど、そこ

ら辺はだめですか。

○議長（田中政司君）

予算でそこら辺はやっとるけん、一般質問になってくるぎ、そういうことです。

○14番（芦塚典子君）続

そしたら、オンラインコンテンツの研修等、それと、専門職の予算を本当にもう少し充実

していただきたいということです。

それでは、市の新型コロナウイルス感染症対策支援についてお伺いいたします。
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新型コロナウイルス感染症対策に様々な支援策を講じていらっしゃいますけど、７月20日

に嬉野温泉商店街組合との意見交換をいたしました。それで、その中で現場の説明が十分で

ないという声がありました。それで、そこら辺は現場の説明が十分でないというのと、それ

と、現場の意見や女性の意見も取り入れて嬉野のよさを伝えたいというのと、モノクーポン

とかコトクーポンとかが分からないので、簡潔なものをしてほしいという現場の声でした。

そのような現場の声はどのように対処していかれるか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

新型コロナウイルスの感染拡大で地域経済に非常に即大きな影響が出始めたということで、

我々も緊急の対策事業として様々打ってきたところであります。宿泊費のキャンペーンで

あったりとか、休業要請に協力をいただいた方への休業協力金、また、売上げの大幅な減額

に苦しまれている方にはそういった国の持続化給付金が来る前の一つのつなぎとして応援給

付金を支給する、様々消費刺激策も含めて政策項目に至っては100近くの支援事業を展開し

てまいりました。

議員御指摘のとおり、当然、定石であれば、しっかり現場の御意見を受けながら、少しず

つ少しずつ積み上げていくのが政策だと思いますけれども、今回は緊急を要する事業がほと

んどでありましたので、我々としても現場の御意見をしっかり全てを受け止めた上でないと

いうことは重々承知をしておるところであります。

その中で走りながら考えるという中で、なるべく広く波及をさせたいというような思いか

ら、いろいろと条件をつけていくと、それが制度の複雑化を招いたという側面は真摯に反省

をしたいというふうに思っております。

ただ、今後、若干落ち着きを見せてまいりましたので、大きなウイズコロナ時代の新しい

まちづくりに関してはしっかりいろんな方の御意見をお伺いしながらやっていきたいという

ふうに思っておりますし、先日、商店街の女性グループの方と意見交換はさせていただきま

したけれども、非常に面白い提案も含めてしていただきましたので、我々としてもしっかり

そこの辺を受け止めて、我々の新しい生活様式とも言われますけれども、そういったものに

対応した経済対策も含めた地域づくりを進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

ありがとうございます。
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商店街組合の方の御意見をもう一つ、嬉野産とか嬉野の名品など地域を支える施策が欲し

いということでいろんな施策をなさっていますけど、商店街の方が、インバウンドの観光も

激減して地場産品の流通も停滞している状態で地域が疲弊しているので、地元志向を考えた

施策というのをお願いできないかという意見がありましたので、それは今後取り入れていた

だけるでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

そのような記述だっかどうか不明な部分ありますけれども、地元の商店さんであったりと

か地元産品を買い支えていくという意識をしっかり浸透させたいという意味では、「うれし

いわくわくパック」、特に緊急事態宣言が出た直後で行き場を失った直売所とかで売れなく

なってしまったような農産物であったりとか、酒蔵ツーリズムの中止等々で、これも本来売

れるはずであったお酒とかもなかなか売上げ不振で困っているというような状況であったり

とか、またあと、旅館も休業していますので、そういったところでお肉の売上げが困ってい

ると、そういった様々な地場産品を地元の人が買い支えるという中で、詰め合わせにしてド

ライブスルー方式で販売をしたのは非常に好評で、即完売もいたしましたし、何より作り手

の人たちがひとまず人心地つけたというところで非常に喜んでいただいた政策だというふう

に思っております。

我々としても、その時点ではわずか短い期間での販売ではありましたけれども、今後も地

域の経済を回していく上で地元のものを買い支えていくということが何より大事だろうとい

うふうに思っておりますので、先ほど少し触れました商店街の女性グループの皆さんともお

話をしていたのが、地元の方が地元で買い支えてもらえるようなお店づくりをぜひしていき

たいというような御提案をいただいて、中身についてはまだ詳細を申し上げられませんけれ

ども、そういったところも含めて応援をさせていただきたいというふうに考えておるところ

でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

ありがとうございます。いろんな施策をしていただいて、「うれしいわくわくパック」と

か本当にあれですけど、11時前になくて帰られた方がたくさんいらっしゃるということで、

今後は需要と供給を考えていただきたいなと。いいということでした。ただ、そういう地元

志向を今後は考えていただきたいなという意見がありました。
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７月30日に嬉野市旅館組合との意見交換会をいたしました。そこの中の支援策をいろいろ

していただいてありがたいということで「○in（まるいん）うれしの」は嬉野の魅力を伝え

られて本当にありがたいということでした。即効性がありましたということでした。しかし、

まだこれからも景気の低迷が続くので、旅館の支払いが半年先、１年先になるということで

す。その支払いの猶予が終わってからの危機感を考えて施策をお願いしたいということでし

たけど、市長はそこの今後の長期的な施策というものはどのように考えていらっしゃるか、

お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

依然として観光の動態は非常に厳しいものがあるということは承知をしております。その

旅館につきましても、８月のお盆明けに何件か産業振興部長と観光商工課長と一緒に回らせ

ていただいて、そういった秋口の予約、「Go To トラベルキャンペーン」をせっかくやって

いただいているんですけれども、感染がその当時は少し増に転じていた局面でなかなか予約

が入らないということを悩まれていたところもあります。

一方で、そういった個人の近場の方でのお客さんにお声かけをして前年対比以上の売上げ

を上げたというようなところもあっておるようでありますので、今後、全体的に旅館の形態

によって経営戦略は大きく変わってくるとは思いますけれども、やはりそういった個人に向

けたお客さんというのは、当然、旅館それぞれの経営努力によるところも多いんですけれど

も、そういった個人客に焦点を当てて誘客を展開していくということが重要なのかなという

示唆をいただいたというふうに思っております。

そういった意味では、旅行代理店とか、そういったインバウンドもそうなんですけれども、

インバウンドも団体旅行中心の誘客の形態を大きく転換をする必要があるというふうに我々

思っておりますので、今回のようなマイクロツーリズム時代に対応したツアーの周遊ルート

の開発であったりとか、また、嬉野にあらかじめ強い思いを持ってきていただくために、オ

ンラインのツアーを開催して、嬉野にぜひ行ってみたいという事前の告知の仕方についても、

いわゆるマスメディアの広告に流していくというような観光ＰＲのやり方を改める必要があ

るというふうに思っております。

その布石を一個一個今打っておると思いますし、また、誘客の多角化ということでワー

ケーション、都心で働く人たちがこういった旅館であるだとか、こういった歴史の重みのあ

る町並みを眺めながら仕事をしていただくようなワーケーション誘致とか、様々我々も誘客

事業のウイズコロナの時代に合わせたものに転換をしていきたいというふうに思っておりま

すので、今後の取組を御注視いただきますようにお願いを申し上げたいというふうに思って
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おります。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

たくさんの支援策を提示していただいて、今後、長期的な景気低迷になると思いますので、

そこの効果的な対応をしていただきたいと思います。

私の経験上から一つだけ提案をしていきたいと思います。

以前、監査室で水害に８回遭ったと言ったら、ここの職員の方ですけど、何でそがんとこ

ろにおっとですかと言われました。それじゃ、解決にならないですよね。本当に水害という

のは、特に私の家はカーブにあるので、家財道具がみんな流されて土手にあります。米100

俵つかりました。車も土手のほうに土砂降りの中に８台つからせてしまいました。ただ、そ

のときは何も支援がありませんでした。こういうボランティアという支援もなかったです。

むしろ観客、見物に来られていました。本当に精神的にも苦しい状態でした。これは本当に

片づけながら観光に来られるんですよ。苦しい状態でした。その中でそれでも立ち上がろう

として商工会から設備資金を借り入れました。500万円と1,000万円がたしかありましたので。

そのときに唯一助かったのは設備資金の借入れに対する500万円とか1,000万円に対する利子

補給というのがありました。これは数万円でしたけど、利子補給というのがありましたので、

今度の新型コロナウイルス対策で観光の形態が変わったということで、団体客から個人客、

あるいは家族の客になったというので、部屋を改装したり、お風呂を造ったりしなきゃなら

ないということで、設備資金が多く要ると思います、それで、その設備資金に対する利子補

給というのは難しいかも分かりませんけど、市長はそういう考えもしていただければと思い

ますけど。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

まず、９月議会の本議会に提案をしました予算を再度確認いただきたいというふうに思っ

ておりますけれども、新しい生活様式応援パッケージとして銘打って提案をさせていただい

ております事業者向けの支援事業があります。総額9,170万円でありますけれども、例えば、

旅館の私も聞き取りの中で全客室に空気清浄機を入れたとか、密を回避するために少し座席

の間隔を空けたとか、様々な取組をしていただいております。それは予算年度の４月までさ

かのぼって今回我々としては活用していただきたいということで可決をいただきましたので、

早速、事業者への説明の予定も組ませていただいております。
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その前段に上げられた何か観客として来られたとか、その辺は正直意味が分かりませんけ

れども、我々としては今回新型コロナウイルスも大きな災害だというふうに思っております。

その気持ちに寄り添う政策を我々職員一同しっかり考えてまいりたいというふうに思ってお

りますので、過去のことはどうか分かりませんけれども、我々の今の仕事をしっかり議員の

皆様にも見ていただきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚議員。

○14番（芦塚典子君）

事業所に対する予算が計上されているのは承知しております。その中で設備資金の借入れ

等にしていただければということで提案したところでした。

過去のことは分からないとおっしゃいましたけど、過去のことも調べていただきたいと思

います。

次に、全家庭を対象にした支援策も必要ではないかというのをお願いしたいと思います。

観光、商工、茶業、農業も新型コロナウイルス感染対策の政府の自粛要請、あるいは学校

の休業措置による結果で、地域に経済活動が停滞し打撃を受けております。支援策が必要で

様々な支援策もしていただいております。

ただ、個人の家庭も勤務先の休業、あるいは出勤日数の制限で家庭の収入も落ち込んでい

ます。家庭を対象にした救済策というのが必要だと思いますけど、何か家庭を対象にした救

済策、支援策というのは取られるのでしょうか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

個人の家計支援につきましては、国のいわゆる一律10万円の給付金事業というものがござ

いました。これも受付のスタート以来、多くの方がお申し込みをいただきまして、我々も職

員一同臨時の態勢を組んで、初回で90％を超える方の申請をいただいて最短での支給ができ

ておるというところであります。我々としてもこういった給付金の事業に関しても市民の皆

さんの家計にお困りだという気持ちに寄り添えばこそ、こうした素早い対応ができたんでは

ないかというふうに考えておるところでございます。

ただ一方で、また、家計への直接の支援というところで様々地域での商品券の配布であっ

たりとか、プレミアム付の商品券の販売であったりとか、そういったところに取り組まれて

いる自治体もあるというふうに聞いております。

ただ一方で、そういった事業というものは実態として大型店舗に多くの資本が流れている
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という実態もありますし、そういった中でなかなか個人の家計を下支えするほどの額という

ことになると、やはり国のような一律10万円というような大きな固まりで支援をしないと、

効果が現れないという現実もあります。仮に4,000円の商品券を配布するのに、真水だけで

１億円かかります。さらに、多くの自治体においてはそういった商品券の発給とか、そう

いったところの事務手数料とか、そっちのほうにお金がかかるというような実態もあります

ので、その辺も慎重にならざるを得ない部分もありますので、我々としては本当にお困りの

方をしっかり我々から手を差し伸べていく、相談が来るのを待つということではなくて、待

ちの姿勢ではなくて、気持ちに寄り添って対応できる方法を考えていこうじゃないかという

ことでやっております。

納税相談も税務課のほうでしていただくんですけれども、そういったところに御相談をし

ていただいた上で、そういった福祉とか様々関係する部署が一緒になって個人の今のお困り

を解決するようなスキームも出来上がっております。

我々としては今後もこうした市としてもしっかり生活にお困りの方を支援していくという

基本方針でもありますし、また、オンライン相談であるだとか、そういったなかなか面と向

かって言いにくいような相談事も拾えるような態勢であったりとか、臨時議会でお願いをし

ました自殺対策もやはり経済対策の一つだというふうに思っておりますけれども、そういっ

た事業もしっかり活用していきながら、誰一人これ以上コロナ禍の中での経済的に苦しむこ

とがないように対応をしている、今後もそれを継続していくという考えに立っております。

どうか我々の取組についても御理解いただくようにお願いして答弁とさせていただきたい

と思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

いろいろと御説明ありがとうございました。

今、観光業界、農業、茶業、確かに全て疲弊しております。女性の方も勤務先が働きに行

けなくてとかすごくあって今月はゼロでしたとかおっしゃっています。全家庭の方、10万円

は本当に助かっております。全家庭を支援して、特に女性、東日本のときに佐賀県から送っ

たのは最初にタオル１枚でした。並ばれたんです。その次にはちょっと和らぎたいというの

でコーヒーカップを送ってくれ、それも送りました。最後に米を送りました。米農家も多い

んですけど、主婦にとって米というのはすごく大切なんですよ。私も毎月毎月買うんですけ

ど。米とか生活必需品を買うのにクーポン、いろんな事務手数料が高いとかいろいろおっ

しゃっているんですけど、米を１か月分とか２か月分とか買えるクーポンとか、そういう細

かい一家庭への支援になるような施策も、本当に様々おっしゃっていただいたので、いろん

なところで当てにしているんですけど、主婦の立場でお米を毎月買うんですよね。それで、
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こういうのに支援していただいたら助かるなというのがあって、事務費がどうこう、そう

じゃないでしょうと思うとですよ。事務費がどうこうでクーポンをしないとか、そういうの

じゃなくて、本当に働きに行けない女性、収入が減っている、そういう女性の家庭の支援を

お願いしたいと思います。１個だけ。（「何をおっしゃりたいのか、米を配れと」と呼ぶ者

あり）いえ、違いますよ。お米を配れじゃないです。お米とか生活必需品が買えるクーポン

とかを全家庭に頂いたら、それが本当に生活の支えになるというようなことを私は申し上げ

て、事務費がどうこうで避けられる問題じゃないかなと思って、そこら辺は考えていただき

たいと思っております。

○議長（田中政司君）

だから、全家庭に支援をしていただきたいということでしょう。市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

いろいろ様々な立場の中で家計のやりくりにも御苦労をされていらっしゃる方がいらっ

しゃるというのは我々も承知をしております。そういった意味では、今後もまだまだこのウ

イルスとの戦いは続くわけでありますので、そういった中でまだまだこういった家計支援が

未来永劫ないというわけではありませんけれども、現時点では今落ち着きを取り戻しつつあ

るというような局面でもありますので、我々としては経済活動の再開も併せて進めていくこ

とで、皆さんの暮らしを上向くような施策を打ってまいりたいというふうに思っております。

市民の皆さんからお預かりした税金というものは、今の時代の人のためだけのものでもあ

りません。当然、先人から積み上げてこられた社会的なインフラであったりとか後世のため

に投資する事業も多々あるかというふうに思っております。そういった意味では、今、そし

て、未来、そういったところのバランスを勘案しながら、我々は行政経営を行っているとい

う考えであります。

だから、事務費がもったいないからとか、そんな考えに立っていないということは御理解

いただけるものだというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

本当に困っている家庭が、本当に御飯もおかずも節約するというような家庭があります。

そういう方たちにも目を向けていただきたいと思います。

これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで芦塚典子議員の一般質問を終わります。
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一般質問の議事の途中ですが、13時35分まで休憩いたします。

午後０時34分 休憩

午後１時35分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。

３番諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

皆さんこんにちは。議席番号３番諸井義人です。午後１人目の質問をさせていただきます。

ただいま議長より許可をいただきましたので、通告書に従い質問をいたします。

今年も７月６日に大雨に関する特別警報が出されました。毎年出るようになった特別警報

ですが、少し緊張感がなくなったように感じられるのは私だけでしょうか。地球温暖化によ

る気候変動なのか、中国の三峡ダムによる積乱雲の発生なのか、原因は分かりませんが、毎

年のように発生する災害に対しては、空振りしてもいいから十分な備えが必要です。

先日の台風９号及び10号に対しては、気象庁や市の防災無線等による十分過ぎるほどの呼

びかけにより、大きな被害は出なくて済みました。防災については、今後も的確な判断で情

報提供をお願いいたします。

それでは、質問に入ります。今回は大きく３つの質問をいたします。１浸水対策について、

２入札について、３予算執行についてです。

その前に、多忙な時期に資料請求に対して多くの資料を作成いただきありがとうございま

した。御礼申し上げます。

７月に私たち産業建設常任委員会において、塩田町内４か所の排水機場の視察を行いまし

た。どの施設もすばらしく、立派なポンプが設置されておりました。ある程度の豪雨に対し

ても効果は期待できると、そのとき感じました。しかし、毎年浸水するのはなぜでしょうか。

業界用語で言うと湛水というそうです。今回は県の事業として設置してある入江川と浦田川

の排水機についてお伺いをいたします。

嬉野市で毎年、最初に浸水するのは入江川周辺の田んぼでございます。冠水した稲や大豆

等への影響はどのようなものがあるでしょうか。そして、県道久間深浦線は通行止めになり

ます。塩田川との合流点にある排水機の能力不足が原因と私は思っておりますが、改修増設

の要望の予定はないかお伺いいたします。

また、同じことですけれども、塩田庁舎の駐車場は毎年浸水しております。浦田川の排水

機についても改修増設の要望の予定はないか、お伺いいたします。

以下の質問については、質問席で行います。よろしく返答お願いいたします。

○議長（田中政司君）



- 243 -

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、諸井義人議員の御質問にお答えさせていただきます。

県道久間深浦線のその先のほうでの通行止めになる地点での浸水の状況についてお尋ねい

ただいております。

まずは、農作物への影響という観点から、現時点では有明海の満潮時刻と重なるようなこ

とがあれば、長時間の浸水が想定されるわけでありますけれども、幸いにして比較的早く水

が引いておりますので、水稲には直接の影響はない、もしくはある可能性もあるんですけれ

ども、全くその年の収穫がないということはないということであります。

ただ、それが長引けば、稲が枯れてしまうというケースは十分に考えられますので、その

時点での排水対策は非常に重要なものであるというふうに思っております。

今年は梅雨が長引きましたので、大豆の適期播種時期が大体７月の上中旬ということに

なっておりますけれども、その時点では種まきはできておりませんで、梅雨が明けての一部

地域では８月までずれ込んだということでありますけれども、例年であれば、そういった梅

雨時期も播種した後ということも考えられますので、そういった大豆への影響というのも心

配されるわけでありますけれども、現時点では特にそういった浸水で同じくその年の収穫が

ゼロになったというような事例はないというふうに考えております。

今後、そういったところの見回りも強化をしながら、農協さん含めて、様々対策が打てる

ものは打ってまいりたいと考えております。

その排水能力の不足ではないかという御指摘もあります。私どもも毎回毎回でありますけ

れども、そういった浸水をしたということでお伺いをしておりますし、本年はテレビ報道の

中でも久間深浦線の状況が生中継をされたというふうにお伺いしております。そういった状

況等は我々も把握をしておりますので、今後、県に状況をおつなぎしてまいりたいというふ

うに考えております。

塩田庁舎の地下駐車場の浸水についても御質問をいただいております。

今、地下駐車場の通用口から出たところに、どこまで、平成何年度、平成30年の７月はこ

こまでとかいうことで目印をしておりますけれども、何度も浸水の被害が出ているというこ

とは議員のもう御承知のところであります。

平成30年７月６日豪雨の130センチが最高でありますけれども、特に近年のつけた目印が

高くなっているという現状でありますが、こちらの地下駐車場が時折浸水をしているという

ことでありますが、一応遊水池的な機能も果たしているためにこのような構造になっている

というふうに認識しております。

これについても、浦田川の排水機について、増設の予定はないということではありますけ

れども、県のほうにも今の状況をおつなぎしてまいりたいと考えております。
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以上、諸井義人議員の御質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

私は今現在住んでいるところは下久間の、ちょっと高台のほうに住んでおりますので、あ

る程度の雨が幾ら降っても、私の家がつかることはないんですけれども、私の家のほうから

国道498のほうを見渡せば水がこう来ているのがよく見えるんです。そしたら、きょうの雨

はひどい雨だなと、こう思いながらおるわけですけれども、そこで、行政経営部長にちょっ

とお尋ねです。

私は60年近く、近くに住んでいますけれども、あなたも38年間、この塩田町役場時代から

お勤めになって、ここにずっとおられると思いますので、塩田庁舎のほうがずっとつかって

いる現状はずっと見てみられるし、もちろん久間のほうの下田地区から冬野辺りへの田んぼ

がつかっているのもずっと御覧になっていると思いますけれども、そこら辺のことは市役所

に勤めておられてどのように感じておられるか、感想をお願いいたします。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

私も最終年ということで、38年間いろいろ見て参りました。特にやはりひどかった災害は

もう御存じのとおり、私の記憶では平成２年ということで思っております。そのときは地下

ならず、庁舎のあるところ、上まで来たと思っております。

なお、私の近くの下田地区ですね、牛間田地区のところがつかるわけですけれども、これ

は解消できないかなというようなことは常々思っておりました。ただ、やはり、私も河川の

専門ではございませんので、どういったやり方があるのか、ここはちょっと分かっておりま

せんが、常々思っているのは、やはり解消していければなと思っておりました。近い市役所、

平成５年にこの庁舎ができておりますけれども、それ以降、もう大分、何回となくつかって

きたということを見ると、遊水池的なということで、先ほど市長のほうからもありましたが、

こういったところでなければ、なるべくつからないようにというような、そういった思いは

ございました。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

ありがとうございます。
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やっぱり毎年同じような浸水を起こしているわけですので、何とかならないかなと町民み

んな思っているわけですね。

それで、最近の科学技術を使えば、そのくらいの水やったら簡単に干すことができるんで

はないかと私も思っています。

そこでお尋ねです。排水機場、塩田町は４か所──先日、産建のほうで回らせていただき

ましたけれども、馬場下排水機場、下童排水機場、大牟田排水機場、三ヶ崎排水機場と、町

内には４か所、市の排水機場があるわけですけれども、先ほど私が言った入江川と浦田川に

ついては県の管轄になっているということですけれども、市の管轄の排水機と県の管轄の排

水機、なぜそういうふうになっているのか、教えていただけないでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

市の排水機場４か所ございますが、こちらのほうにつきましては、農林水産省の所管で排

水機場の設置をしております。したがいまして、農地、農作物を守るため、または被害を最

小に抑えるために設置をしてあるというふうに認識しております。

県の２か所の排水機場につきましては、詳しいことは申し訳ございません、よく分かりま

せんが、農地とかいう話ではなく、やっぱりどうしても浸水とか、一般的な住宅、そういう

ものを守るためにということで、あと設置してある箇所につきましては、県河川のほうで設

置をしてありますので、そういったことで詳細については存じておりません。申し訳ござい

ません。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

詳細については、結構なんですけれども、市で今管理をしている排水機場と県で管理をし

ている排水機場があるということは確実ですね。入江川と浦田川の排水機場については県の

管理になっていて、県のほうから土木事務所のほうから建設業のほうへ直接管理を委託され

ているので、排水機場の作動においては土木業者のほうが行っているということだと思いま

す。

樋門についても、土木事務所から市のほうへ管理を委託されておって、その樋門をまた地

元の方や土木事業者のほうに委託をされておるということですけれども、浦田川にしても、

入江川にしても、浸水は明らかなわけですね。毎年毎年起こっていることなので、なぜそれ

が解消できないかということを市のほうでの要望事項として県のほうに、今まで上げてこら

れたことがあるのか、ちょっとお尋ねをいたします。
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○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

私もこの課に来て、課長として２年おるわけでして、その以前につきましては、要望を出

したというような経緯はちょっと把握しておりません。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

町が管理している４つの排水機場について資料を頂いておりますので、そこについて

ちょっとだけ説明をいたします。

大牟田の排水機場を除けば、昭和の時代に造られていると。それも昭和54年とか、昭和56

年とかいうことで、もう40年以上たっているという状況で、かなり老朽化もしている現状で

す。しかし、今のところ、毎年の管理をきれいにしてもらっているので、うまく動いている

という状況ですので、今後もポンプ場の長寿命化に努めてもらいたいと思います。

例えば、馬場下排水機場で能力的にどのくらいあるかということで資料を見ると、毎秒３

トンほど排水することができると。毎秒３トンというと、すごいことなんですよね。例えば、

小学校のプールが450トンぐらい入っております。それを毎秒３トンで割ると約150秒、２分

半でプールいっぱいの分が排水できるというすごい機能だなと思っております。

それで、その馬場下排水機場、金額的には当時、昭和54年だから、今の金額とはちょっと

かけ離れているかも分かりませんけれども、総事業費３億5,400万円、そのうち国費が50％

の１億7,700万円、県費が25％の8,850万円、同じく市町が25％の8,800万円となっておりま

すけれども、この４つの排水機以上に県の排水機場が近くにでも排水機を市でつけたらどう

かなと。県のほうがなかなかしてくれなければですね。国と県の75％の補助があれば、浸水

対策には十分なんじゃないかなと私は考えておりますけれども、そこら辺のお考えはないで

しょうか、市長お願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えしたいと思います。

独自に排水ポンプの設置をしてはどうかということでありますが、まず、やはり構造的に

県管理の河川に市のものをつけるというのはなかなか直接やっぱり、例えるなら人様の家に

勝手にものを建てるような形になりますので、それはちょっと難しいのかなと考えておりま
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す。

この流域全体で考えたときも、排水機能を増強すれば、じゃ、そこがもうつからなくなる

のかというと、少し疑問が残る部分もあるのかなというふうに思っております。

以前、低平地の専門家の方にお伺いしたこともあるんですけれども、この辺は、やはり有

明海の満ち潮がここまで来る、もっと言えば、塩吹といわれる地名が残っているように、馬

場下のもっと奥のほうまで海水が上がってくるような、かつてそういう地域だったというふ

うに思っておりますけれども、やはりポンプでその地域に冠水したものの水を吐き出しても、

その先の河口までの──満ち潮で返ってきているのであれば、結局、風呂釜の中の風呂おけ

みたいな形になって、風呂おけから水を出しても、また風呂釜がいっぱいになれば戻ってく

るように、なかなかその行き先まで含めて、流域全体でこういった治水というものを考えな

いと難しいので、県も多数の専門家を抱えておりますので、こういった有明海沿岸地域の構

造的な問題として何かいい知恵がないかということは、我々としても探ってまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

確かに塩田川においては、感潮河川というように満ち引きがありますので、なかなか難し

い場面があります。

それで、今回何でこの排水機場の問題を出しているかというと、現実的に言うとセブンイ

レブンの塩田店、田中町のところ、あそこからずっとのぞえの手前のところまで通学道路と

して指定をしてあるわけですよね。しかし、今年も浸水してつかっているところを生徒が、

中学生か高校生か、そこら辺はちょっと分からないけれども、地元の方に言わせると20セン

チ近くつかっているところをやっぱり行っているということなので、そのとき「あなたたち

危ないからそこは通ったらいけないよ、もっと向こうの本通りのほうを行きなさい」と言う

けれども、やっぱりそこに入ってきたら近道なので、なかなかそこのつかっているところを

移って遠いところを行くということはしないで、そのまま通っていってしまったというよう

な報告を受けています。

そういうことなので、できるだけそういうときは通学路も柔軟にそこは通らないようにと

いうような形での指導もしなければいけないし、子どもたち自身も、やっぱり自分の身を危

険にさらしたらいけないというところを私たち家庭でも子どもたちに教えていかなければい

けないなと痛感しているところです。

その子どもたちに対しての事故的なものは今のところあっていないから幸いなところなん

ですけれども、今後ともそういうところを通るようなことがあれば、厳重に地元の人も注意
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をいたしますので、市または学校としてもそういうふうな子どもたちに危険なところには立

ち入らないような指導をお願いしたいと思います。そこについて、教育長にここ出していま

せんので、市長のほうでお答えをお願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えしたいと思います。

生徒さんが水をかき分けながら進んでいるという状況ですね、お話しいただきましたので、

やはりそういったことがないように、学校現場のほうにも指導するようにしたいと思います。

やっぱり膝より下の水──いや、膝下の水でも、ちょっと流れが起きると、そのままさら

われる可能性というのは十分ありますので、いや、これぐらい大丈夫ということは、やっぱ

り防災の中では、一番あってはならない考え方ですので、学校現場のほうにそういった冠水

時の対応として、しっかり、特にこれからこの嬉野・塩田で生きていくわけですから、そう

いった生きる知恵としても身につけていただくべきものだというふうに思っておりますので、

指導を徹底するようにしたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

よろしく御指導のほどお願いいたします。

それでは、最後のほうにもう一回確認でお願いいたしますけれども、そういう浸水がもう

何十年と続いている状況なので、県のほうへも市の要望の中でもランク的に上のほうによ

かったら上げてもらうような強い要望をお願いしたいと思いますので、もう一回答弁をお願

いいたします。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

先ほど議員がおっしゃいました排水機場の増設等も含めて、ちょっと県のほうに要望して

みたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）
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よろしくお願いいたします。

それでは、次の質問に入ります。入札についてということです。

入札についてということに入る前に、今朝の新聞を市長は見られたかどうか分からないけ

れども、ちょっと紹介いたします。

私たちの住んでいる嬉野市の隣町ですね、波佐見町は。波佐見町において、学校の空調設

備における談合の疑いということで、町職員が昨日逮捕されているというニュースが載って

おります。

また、2017年、３年前に起きました九州豪雨においては、朝倉市の元係長が収賄罪に問わ

れて有罪になったというふうなニュースもあります。これもやはり入札をひとつのあれとし

た事件になっているけれども、こういう事件は後を絶たないですね。幸い、当嬉野市ではそ

ういうことは今まで聞いたことはないので、まずもって正確な入札等をされておるからだろ

うとは思いますけれども、このニュースを、隣の県ですけれども、隣町であったということ

を含めて、まず市長の認識はどうだったのか、お尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答え申し上げたいと思います。

波佐見町の係長さんの公共工事の入札をめぐる事件で逮捕されたということで、私も新聞

で見たところであります。非常にあってはならないことだというふうに町長さん自身もおっ

しゃっていたように、私も当然そうだというふうに思っております。我々としても、これを

ひとつの対岸の火事として捉えずに、他山の石として職員の倫理向上に努めてまいりたいと

いうふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

嬉野市市役所職員はあまり問題ないかと思いますけれども、やっぱりいつこういうふうに

甘いあめに人間はなびくか分かりませんので、常日頃から襟を正すような姿勢で契約等をし

てもらうようにお願いいたします。

それで、今回の質問ですけれども、入札というと、一般競争入札、指名競争入札、また入

札によらない随意契約という方法があると思いますけれども、この一般競争入札、指名競争

入札、随意契約等はどのようなときにするのか、どのような違いがあるのか、簡単でいいで

すので、説明をお願いしたいと思います。

○議長（田中政司君）
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財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

まず、一般競争入札と指名競争入札の違いについてですが、一般競争入札は、契約に関す

る公告をし、一定の資格を有する不特定多数のものをして競争入札をさせ、地方公共団体に

とって、最も有利な条件を提供する者との間に契約を締結する方法です。

指名競争入札は、一定の資格を有する者の中から適当数の者の中から、長が指名して契約

に関する通知をし、競争入札により、地方公共団体にとって最も有利な条件を提供する者と

の間に契約を締結する方法でございます。

また、随意契約につきましては、長が任意に特定の者を選択し、その者との間に契約を締

結する方法でございます。

嬉野市の財務規則100条から102条に規定をしているように、その適用については特例とい

うふうな形でそこに規定されている者等について随意契約ができるものというふうにしてお

ります。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

私も資料請求のほうでこの財務規則を頂いておりますので、大分読ませていただきました。

一般競争入札と指名競争入札をすれば何かが違うわけですね。そのメリットがあるわけです

ね、指名競争入札に、一般競争入札をしたほうが広く公募をしますので、金額的には低く抑

えられる可能性がありますけれども、逆に指名競争入札をすると、事務的にも早く終えるし、

今までずっと培ってこられた業者さんが指名してもらうということなので、ある程度安定し

た競争入札になるんじゃないかなと思いますけれども、そこら辺でのどのようなメリット、

デメリット等があるのか、よろしければ御説明をお願いいたします。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

先ほど議員おっしゃるように、それぞれについて長所と短所をお答えしたいと思います。

まず、一般競争入札につきましては、広く入札に参加でき、機会均等、相手方選定の公正

（不正防止）、また経済性（有利な条件の者を広く求める）の確保が可能ということでござ

います。また、発注者の恣意性の削除、また、不正談合防止ということになります。

逆にデメリットといたしましては、不適、不誠実事業者の排除が困難になること。また、
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手続が煩雑ということです。これが公告を行ったり、不特定多数の参加者への説明を行う必

要があるということでございます。

続きまして、指名競争入札につきましては、メリットとしては誠実な業者の選定が可能。

一般競争入札に比べ、経費負担、事務手続の点で有利。また、中小企業の受注機会の確保が

可能になるということでございます。

逆にデメリットといたしましては、指名過程が不透明になる場合があるとか、恣意的な運

用のおそれ、また、指名の範囲が限定されることから談合が容易になることがあると、そう

いった点もデメリットとしてあるとのことです。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

この入札については、市だけではなくて、国段階でも昨年も大分にぎわわしましたですね、

森友とか加計問題とか、いろんな入札の関係でにぎわわしましたけれども、やっぱりメリッ

トはあるけれども、デメリットもあるという形で、一番公正なのは一般競争入札が公正かな

とは思いますけれども、やっぱり今までの信用した人たちに早く見積もりができるとかなん

とかいろんなメリットもありますので、指名競争入札も大事かなと思います。

それで、今議会の報告の中にも議決に、事件に該当しない契約の報告についてということ

でもらっておりますが、この中をばっと見てみますと、これは工事関係ですけれども、ほと

んどが指名競争入札になっておるかと思います。上のほう、新幹線・まちづくり課のほうで

は随意契約をされておりますけれども、現在、嬉野市において、指名競争入札をされておる

比率と一般指名競争入札をされておられる比率、または随意契約をされておられる比率等、

お分かりであれば教えてください。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

１件比率の報告の前に、うちの制度について説明させてください。

一般競争入札というのは、条件付一般競争入札という制度があるんですね。実はうちのほ

うにもその制度を取り入れておりまして、土木一式、あるいは建築工事一式の場合、２億円

以上、それから、これ以外の工事については5,000万円以上について実施をするというよう

な定めがあります。

実は今回、電子入札制度を取り入れるわけですけれども、それを取り入れる中で、こう

いった一般競争入札の一つの形態であります条件付の一般競争入札という制度を積極的に取

り入れていきたいというふうに思っております。



- 252 -

以上です。（「件数、割合」と呼ぶ者あり）

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

昨年度、令和元年度の定期監査時の資料でございますけれども、令和２年２月に実施され

て、令和元年12月末の状況での50万円以上の契約で８節から22節．報償費から補償補塡及び

賠償金、また、24節．投資及び出資金等の契約状況での件数を申し上げます。

563件中、指名競争入札が217件、随意契約が346件、これについては指名方のプロポーザ

ル６件、指定管理の選定４件なども含まれております。率で申しますと、指名競争入札が

38.5％、随意契約が61.5％となっております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

当市の契約の中では、随意契約が61.5％ということで、非常に多いのかなということを

ちょっと感じますけれども、私自身としては、もっと指名競争入札をやられてもいいのかな

というところはあります。

それと、今言われたプロポーザル入札というのが最近よく当市ではよく行われるように

なっているかと思います。昔で言うと隣の塩田中学校とかリバティあたりもプロポーザルで

の入札になっているかと思いますけれども、プロポーザル入札のいい点、悪い点、１回決め

たら取り返しがつかないじゃないけれども、ひっくり返せないというような状況があるかと

思いますけれども、プロポーザル入札でのいい点が、メリット等あれば教えてください。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

通常の工事とか、工事に関する設計等につきましては、市のほうが基準、設計の仕様とか

を作って、それに見合う単価を各事業所さんが入れて入札を行う方法の場合は指名競争入札

とかを実施いたします。

ただし、嬉野市がこういったものを造りたいと、こういった方法でしたいというところに

対して、事業者さんが提案で、それでこういった形で造ったらこういうものができますよと、

ちょっと言うと提案型のそういった形で持ってこられて、その応募された方の中からすばら

しいというものについて採用するというようなことをする場合、そういった提案によって嬉
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野市にふさわしいというものを選定するというような場合には、プロポーザル契約等を行う

ことにいたしております。

ですから、そういった内容はどういった形で作り上げていくかというところで、指名競争

入札にするか、プロポーザルにするかというところでの選定をいたしているところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

やっぱりプロポーザルによると、各設計事業者とかなんとかのいい点がかなり見られるん

だなとは思いますので、そこら辺については、よき提案ができるような元提案で出していた

だければと思います。

あと１つお伺いしたいのが、市内の業者と市外の業者、そこら辺の入札参加基準とかなん

とかあれば教えてください。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時13分 休憩

午後２時14分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

市内、市外ということでお尋ねだと思います。

指名関係をするときに、基本的にはあくまで市内の業者さんをなるべく指名しているのが

基本だと認識しています。ただし、先ほど言われるように、市内の方にいらっしゃらないの

を、もちろん県内にもいないとか、そういうふうな諸条件があるときは、それも考慮して市

外、県外からも基本的には入れるということで入札事務を行っているところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

市内に業者がおる場合は市内の方を基本的にいこうということで分かりました。

市内の業者を、私としては育成を図るためには、やっぱり市内の業者をできるだけ入れて

もらいたいというお願いがあります。

入札に関して、市民の方いっぱいがいろんな注目をされておりますし、仕事に関してもか
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なり影響がありますので、疑義が持たれないような、公正・公平な入札を行って仕事の発注

をしてもらいたいとお願いいたします。

では、予算執行について、最後の質問に入ります。

市役所や学校等での物品購入において、市内業者の育成を図っておられますでしょうかと

いうことです。どういうふうな形での市内業者の育成を図っておられるのか、何かしておら

れるようなことがあれば、お答えをお願いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

これは予算執行の①ということでいいですか。今のはどこですか。

○３番（諸井義人君）続

すみません、そしたら、①のことで、まずもって備品購入についてという形で資料のほう

を頂いておりますが、金額的に分かれば、もう一回復唱をしてもらえればと思います。資料

がなければ私のほうで言いますけど。

○議長（田中政司君）

予算執行の①の質問ということでよろしいですか。

○３番（諸井義人君）続

はい。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

備品購入ということで特化したような例規とか要綱とかについては作っておりませんけれ

ども、嬉野市のほうで財務事務に関するガイドラインというものを作っております。そう

いった中で、財務事務に関する取扱要領、また、契約事務マニュアルというものを作ってお

ります。

その中におきまして、消耗品とか備品等につきましては……

○議長（田中政司君）

ちょっと待ってくださいね。今、諸井議員、入札についての②番の質問やったとですかね。

○３番（諸井義人君）続

いや、もう３番に行っていたんですけどね。

○議長（田中政司君）

３の予算執行についてでよかとでしょう。

○３番（諸井義人君）続

はい、ガイドライン等については財務規則があるということで理解しましたので、そこを

飛ばしました。
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○議長（田中政司君）

ですよね。だから、備品購入に際しての納入比率はどの程度かという質問になっとっです

もんね。

○３番（諸井義人君）続

そうです。

○議長（田中政司君）

そこでよかとでしょう。

○３番（諸井義人君）続

はい。（「ちょっと……」「もう一回言いましょうか」「どういった方法」と呼ぶ者あ

り）

○議長（田中政司君）

えっ、通告書もらっていないですか。３番の１番よ、３番の①よ。誰が答弁するとかなと

思いよったとばってん。財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

資料請求で提出をしていました資料のとおり、まず、市長部局については、市内業者52％、

市外業者が48％となっております。教育長部局についても資料を提出しておりますので、私

のほうからお答えをいたしますけれども、市内が68％、市外32％です。これについては図書

も含まれているとのことです。よって、全体では市内66％、市内34％となっております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

すみません、課長、今言われた資料と私がもらっている資料とはちょっと金額が違うんで

すけれども、教育長所管を除くという私の資料から言うと、合計が全部で3,851万2,000円、

そのうち市内業者からは624万7,000円ということで、16％が市内業者になっているというふ

うに私は理解をしているんですけれども、市外のほうが3,200万円発注しているということ

なので83％は市外に発注しておられるんだなということで理解していたけれども、数字に間

違いはないでしょうか。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時20分 休憩

午後２時21分 再開

○議長（田中政司君）
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再開します。

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

先ほどの質問、訂正をいたします。

件数では半数以上が市内ということで、ただし、金額においては、かなりの差があるので、

やっぱり市内に業者がいなかったのかなと類推はしますけれども、そこら辺はいかがでしょ

うか。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えいたします。

この過誤等の内訳表をお持ちだと思いますけれども、通常の、例えば、机とか椅子とか、

そういった事務的な用品につきましては、市内業者が当然取られることもあるかと思います

けれども、例えば、総務・防災課のどうかといいますと、消防に関する備品ですね、ポンプ

であったり、いろいろな機材ですけれども、そういったところにつきましては、やはり専門

の防災消防の業者のほうが結局落札、入札とか指名になりますので、専門的な備品となると、

市内にそういった業者があまりないということで、そういった備品につきましての発注がど

うしても多くなってくると、こちらのように市外のほうの納品が多くなるという傾向になっ

ていると思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

よく理解いたしました。

やはり市内にないような防災とか消防に関するものとか、また、健康関係に関しても市内

にないような備品を発注する場合は市外に頼らざるを得ないということを理解できました。

ありがとうございました。

それでは、次の市立図書館や学校での図書の購入についての発注はどうなっているのか、

お尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

市立図書館や学校での図書購入の発注状況についてお答え申し上げたいと思いますけれど

も、嬉野市内の図書館の塩田図書館、嬉野図書館では、図書の購入の発注については、毎週
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市内の図書納入組合に発注しております。

また、市内の各学校の図書についても、塩田地区、嬉野地区、それぞれ市内の書店から購

入しているのが現状でございます。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

今、教育長がおっしゃられたように、図書については市内の業者から購入していただいて

いるということでの資料も頂いていますので、そのとおりだと思います。

ところで、市内の業者から買っておられるけれども、小学校費、頂いた資料の中で見ると

小学校費、８校ありますけれども、169万3,900円、中学校４校、合わせて113万7,000円とい

うふうに金額的には上がっています。図書館におけると459万9,000円というふうに上がって

おりますけれども、国のほうでは図書館整備５か年計画が平成29年から始まっているので、

今年で４年目かなと思いますけれども、そこら辺は考慮をされて図書の充実を図っておられ

るのかどうか、お尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

平成29年度から学校図書館の地方財政措置というのが計画されて、今年で４年目です。交

付税の中で入れてあります。したがって、その中で理解をしているわけでございまして、財

政課のほうにお願いをしながら、図書等についての増額あたりは要望しているところでござ

います。

現状としては、毎年少しずつは上限がありますけれども、要望は私どもとしてはしており

ます。ですから、全体的に国庫支出金で費用として来れば、きちっと使いやすい部分もあり

ますけれども、交付税で参りますので、市全体の中ということに使っております。

それから、学校の場合は、教育予算の中でどちらかというと、備品購入の中に図書費も入

れ込んで予算があっておりますので、図書費というような別枠じゃないわけですね。ですか

ら、そういうことでそのときの学校の校長の考え方によっては、備品購入の中の何割を図書

費に充てるとかいうような措置で、これまでずっと私が知る限りにおいては、そういう状況

でございます。

しかし、校長先生方によっては、ぜひ読ませたいというふうなことで言っている関係もあ

りますけれども、そういったところもあります。

それから、図書のもう一つのほうの充当率といいますか、充足率というのもありますので、

それで見てまいりますと、いわゆる棄却をしないで見ていくと、私の記憶にあるのは小学校
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で充足率120％ぐらい、それから、中学校は110ぐらいまで学校図書の充足率は上がってはお

ります。

ですから、古くなったら図書については棄却をすれば充足率は下がるわけですけれども、

そういった意味では、ある程度見据えた形での予算措置はしていただいているのかなという

ことは思ってはおります。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

私も以前、学校現場におりましたので、図書の充実については大分働いてきたわけですけ

れども、やはりこれは図書の充実のために文部科学省が５か年計画で出しているのは200億

円ですかね、図書だけのあれで200億円を財政補助をしているということですので、市の財

政においても、かなりの金額が図書充実のために配分されているということを念頭に置いて、

もう少し各学校、これから言うと二、三十万円しか図書費の予算はないわけですけれども、

消耗的な図書も別にあるというわけですけれども、金額的にちょっと少ないんではないかと、

私個人的には思いますので、もう少しＩＴ関係も非常にいいとは思います。それも進めなけ

ればいけないけれども、やっぱり子どもたちの基礎学力を養うために、また、情緒的なこと

を養うためには、図書になじんでもらって、いっぱい本を読んでもらうことも大事なことか

なと思いますので、図書費の充実をお願いしたいと思います。そこら辺について、市長、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えしたいと思います。

議員御指摘のとおり、やはり子どもの学びに本は欠かせないものだというふうに思ってお

ります。

私ごとですけれども、うちの子どもも月間200冊ぐらい本を借りてくるということで、い

ろんな本を借りてくるものだなと思うんですけれども、かなり種類としては充実していると

は思いますけれども、もっともっと子どもの可能性を伸ばすということであれば、もしかし

たら図書のリストの中にもっと加えるべき本もあるのかもしれないというふうには思ってお

ります。

そういった意味では、学校の現場、また、司書さん、そういったところにも相談をしなが

ら、なるべくそういった活字に親しむ、また、いろんな世界を広げるために本に親しむ環境

づくりのためにしっかり力を入れてまいりたいというふうに考えております。
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以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

図書の充実についてはよろしくお願いいたします。

それで、先ほど言っていた図書整備の５か年計画においては、図書の充実が200億円、ま

た、図書司書の充実に200億円というふうにあるわけですけれども、現在、嬉野市において、

司書教諭じゃなくて、図書司書はおられますでしょうか。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

お答えしたいと思います。

館ごとに１名ずつ配置をしております。塩田図書館、嬉野図書館ということですね。

（「学校現場では」と呼ぶ者あり）

学校現場はそれぞれの学校に図書教諭の資格を持った先生を配置しております。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

私もこっちの藤津鹿島から杵島まで働いたわけですけれども、藤津鹿島地区においては、

図書館の司書は私のときもおられませんでした。ただ、隣町の白石町に勤めたときには、各

学校に１人ずつ図書館司書がおられました。地元とはまた別で図書館専属の司書がおられま

したので、かなりの部分で図書の貸し出しとか、こんな本を読んだらいいですよというよう

な指導をされておりましたので、そこはいいところかなと、図書に関するかなりの力入れを

白石町においてはされているなと思っておりましたので、ぜひ嬉野市も藤津鹿島で初めての

司書を置くような図書館に対する充実を図っていただけたらなと思います。そこについて、

教育長答弁よろしくお願いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

平成29年度からスタートした内容については司書も配置をする対象の補助になってはいる

わけでございますけれども、現状として、学校には今言うように嬉野市の場合は、学校を支

える司書補がいらっしゃいます。その方の中に司書を持った方をもし入れていくと、雇って

いくというような形でございますので、いろいろ研修会等もしながら、司書教諭の資格を

持ったレベルに上がっていただいているんでしょうかね、伸ばしていただいて、子どもたち
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に図書の紹介等、図書館の運営等、実際今のところはお願いをしている状況でございます。

今後、そういうときに採用試験等で、ぜひそういう方に受けていただくような案内もしな

がら進めてまいりたいというふうに思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

確かに嬉野市内においては、司書補さんが半分、職員室のお手伝いをしながら、半分図書

館のお仕事をされています。かなり優秀な方ばかり入れておられるなと思います。

それとまた、同じ方を結構経年して採用されておられるので、かなり司書の仕事に関して

は精通されている方が多くおられるので、その方たちをいろいろ言うわけじゃないですけれ

ども、やっぱり司書専属として置く道のほうがもう一つ図書充実のためにはいいんじゃない

かなと思います。

併せて、同じく各図書館には新聞紙を置くようにというような指導も来ているかと思いま

す。特に嬉野市においては、佐賀新聞のＮＩＥですかね、それに基づいての結構新聞を活用

した取組をされておりますので、各学校には新聞等はかなり充実しておるかとは思いますけ

れども、そこら辺の取組、ちょっとだけ御紹介をお願いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

平成29年から始まった５か年計画でも学校図書への新聞配送ということで、嬉野市も数年

前から学校で数点の、例えば、子ども学校新聞とか、小学校でも主にそういったものを主力

としてプラス１ぐらいの形でしていただいております。

それから、ＮＩＥ指定校に今、本年度は３校なりましたので、これまで吉田小・中学校か

らスタートして、全部一回りして、あと次は塩田中だけが残っておりますので、次年度は塩

田中に手を挙げさせていただいて、そこの指定校には５社から新聞が無料で届きます。した

がって、そういう形でＮＩＥがスタートしたときから手を挙げて、ずっと引き続きしている

というところでございますので、そういったことで学校現場でも新聞を多く見る機会をつ

くっていきたいと思っております。

特に嬉野中あたりは給茶機の前にばんこを置いて、そして新聞を読みながらお茶を飲める

というような場所も造っておりますし、それから、佐賀新聞が中学２年生には佐賀県下に一

斉に、どの教室にも新聞を入れるということで昨年からしていただいたと思っていますので、

各教室でも新聞を活用する部分については利用させていただいておりますので、やはり今後

も新聞活用については力を入れていきたいなというふうに思っております。
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以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

ところで、私のうちにも久間小学校の子どもたちが数名遊びに来るわけですけれども、新

聞を見せてもらっていいですかとかなんとか言って、新聞に非常に興味があるようなことを

言うわけですね。ええっ、私たちが小学校の頃、新聞なんて見たこともない、新聞を見るの

は番組欄とスポーツ欄をちょろっと見るだけかなというような状況でしたけれども、最近の

教育はかなり新聞を使ったいい教育ができているなと思います。

そこで市長、元新聞記者としての新聞を活用する学校教育について、ひとつ気持ちをお願

いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えしたいと思います。

私自身も小さい頃からといいますか、小学校２年生のときに始めた将棋が本当に大好きで、

そういう観戦、新聞には必ず将棋欄がありますので、あれをずっと読んでいて、観戦記を読

んでいたら、その上の記事が気になって読むとか、いつの間にか全部読むようになっていた

ということで、やっぱり早いときから社会に関心を持つということは、世界が広がっていく

ような感覚を持ったのは、いまだに記憶に新しいところであります。

昔は、新聞は子どもが読んじゃいけないということで、そういうような風潮もあったよう

でありますけれども、今は子どもたちにも早い時期から、やっぱりこういった国際競争のあ

る時代でもありますし、また、新聞の一番いいところは、一覧性といいますか、自分が興味

の──将棋と一緒です。興味の関心のあるもの、今、インターネットで検索すれば、幾らで

も出てくるんですけれども、そうじゃなくて、その隣にあるものとか、いろいろ自分が意識

せずとも、世界を広げていける一覧性が一番大きな特徴かというふうに思っておりますので、

そういった子どもたちの、まずは好きな読めるものから読んでください。好きなものから読

んでくださいというようなお話を私もしたことがありますけれども、そういった子どもたち

が世界を広げる一つのきっかけに新聞の学校現場への導入は教育長も旗を振ってやっていた

だいていますので、私としても大いに賛同をしているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）
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さすがですね、市長、すばらしいお答えだと思います。今のようなことを、例えば、学校

の子どもたちがＮＩＥの勉強をしているところで一言でも子どもたちにご披露いただければ、

もっともっと新聞に関心が出てくるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、最後の質問になりますけれども、２番から３番については、なぜこういうこと

を挙げたかというと、市内の業者の育成をどうしておるかということを主眼に置いて質問を

したわけです。市内の業者も、やはり嬉野市に税金を払っておられるわけですね。同じよう

な仕事で市内の業者ができる仕事は私たちにもさせてもらえたらなというようなお声をいっ

ぱい聞きますので、できるだけ市内の業者のほうを育成するような形で市当局としても育成

を図るようなことでお願いしたいと思います。そういう形での最後の答弁を市長、お願いい

たします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えしたいと思います。

当然、市として行う事業を、まずはやはり市民の皆さんに喜んでもらったり、価値のある

事業をするということが前提でありますけれども、その過程において、市内の事業者さんに

もそういったお仕事を担っていただいて雇用を確保していく、そういった流れをつくってい

く上では非常に市内の事業者育成というのは大事なことだというふうに認識しております。

ただ、市内の事業者さんでは手に入らない物品だとか、そういったものも幾つかあるのは、

それはもう致し方ない部分としましても、やっぱり市内の事業者さんがこういった公共調達

の場面でも御活躍いただけるように、我々も現場の声を聞いてまいりたいと思っています。

公共工事に関しても、こういった災害続きの世の中ですから、いざというときといいます

か、建設会社さんがやっぱり災害現場に急行していただいて応急処置をしていただいて、そ

してもうその日のうちに道路が通れるようになっているのは、まさに一人一人の建設作業員

の皆さんのおかげだというふうに思っておりますので、そういったいざというときの機動力

を確保するためにも、やはり市内の事業者さんが平常時でも経営としてぜひとも多く確保で

きるようにしていただかないといけないと思っておりますので、今後ともしっかりそういっ

たことも念頭に置きながら、市内業者の育成に努めてまいりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

先日、テレビを見ておった中でも、都会の中で──町の電気屋さんが１人出ていて、町の
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電気屋さんが１人の働きで6,000万円、7,000万円売り上げていると、すごい人がおられるわ

けですね。そういう形で嬉野市の業者さんもかなり頑張っておられる方がおられますので、

できるだけ嬉野市の業者育成のためにこういうところはこういうふうにしてほしいというよ

うなことも言いながら、できるだけ業者育成をしてもらいたいと思います。

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで諸井義人議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで14時55分まで休憩いたします。

午後２時42分 休憩

午後２時55分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続きまして一般質問の議事を続けます。

７番川内聖二議員の発言を許します。川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

本日最後の質問者となりました、議席番号７番、川内聖二です。傍聴席の皆様方におかれ

ましては、早朝より長い時間のお付き合い、誠にありがとうございます。もうしばしのお付

き合いのほど、よろしくお願いをいたします。

一般質問に入る前に一言申し上げたいと思います。

現在、世界中で拡大する新型コロナウイルス感染症の第２波の影響により、嬉野市内から

感染者が発生をいたしました。しかし、私といたしましては、誰もが感染してもおかしくな

い現状ではないかと思っております。これまで感染された方々は、まさか自分が感染すると

は思ってもいなかったはずです。感染された方々は、大きなストレスを抱えながら、不安な

日々を過ごされていると思います。私たちも、いつどこで感染するか分かりません。感染す

れば、誰もが同じようなストレスを感じると思いますので、感染された方や家族に対しまし

ては、誹謗中傷を行うことなく、温かい心で見守っていただきたいと思います。

また、新型コロナウイルス感染症は、全国的にも感染者数は若干、減少傾向ではあります

が、これまでのように予防対策をしっかり行っていただき、少しでも早い収束を迎えたいと

思います。

それでは、議長の許可をいただきましたので、通告書に従い、一般質問を行いたいと思い

ます。

今回私の一般質問は、大きく分けて３項目について質問をいたします。

１点目は学校給食について、２点目は県道嬉野下宿塩田線について、３点目は塩田川の防

災対策について質問を行いたいと思います。
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それでは、１点目の学校給食について。

当市は、全国でもうれしの茶の産地として大変有名なまちですが、近年、子どもたちのお

茶離れをよく耳にします。現在、お茶は健康食品として世界中で取り上げられています。こ

のようなお茶の産地である当市の学校給食にお茶を食材として献立に活用し、子どもたちに

提供をされているのかをお聞きします。

壇上からは以上で、再質問及び２点目以降の質問につきましては質問席より質問を行いた

いと思います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

川内聖二議員の、学校給食についてということで１番のほうでございますけれども、学校

給食にお茶を食材として献立に活用してについてのお答えを申し上げたいと思います。

本市の学校給食では、嬉野の特産品であるお茶を利用した献立が多くあります。学校給食

の献立に使用しますお茶は、地元の製茶店で加工された製品を直接に購入しております。そ

のまま食べるとお茶の苦みが強く感じられますので、苦みを苦手な子どもさんも、中学生も

多少いらっしゃいますので、苦みを抑えるための工夫をしながら調理をして、提供している

ところであります。

また、地場産業のよさを伝えるため、嬉野市の補助金を受けて、地産物を提供するうれし

の産うまかもん給食もございますので、そういったところでも提供しているところでござい

ます。

特に給食センターは２館ございますので、一つのほうだけ若干説明をさせていただきます

と、嬉野学校給食センターでは毎月、うれしの茶給食の日というのを設けております。その

日には、様々に工夫した献立を作っております。例えば、お茶ちゃ豆、ちくわのお茶揚げ、

ししゃものお茶揚げ、うれしの茶ふりかけ、お月見お茶団子──これは、お月見団子にうれ

しの茶のソースをまぶしたものだそうです。唐揚げのお茶塩まぶし、お茶ごはん、お茶揚げ

パン等、献立を工夫しながら、月に１回から２回程度提供をしているというところでござい

ます。

そういう具合にして提供している中で、一番どれが人気がありますかと聞いてみました。

子どもたちに一番人気があるのはお茶まめだそうです。これは喜んで食べますということで

栄養士さんからいただいております。

そういう具合にして、お茶についてはこれまでも議員さんからの御質問等もありましたの

で、これまで取り組んできているところであります。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）
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川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

教育長、説明ありがとうございました。

嬉野学校給食センターは、これまでいろんな給食の大会のほうにも出られているというこ

とを、私もお伺いいたしました。今先ほど教育長が説明をされたような献立、メニューを

使っての大会等に、３年前に佐賀県のほうでされる佐賀県食育賞を受賞され、２年前には、

全国の学校給食甲子園の決勝戦に進出され、ファイナリストとして最優秀賞をいただかれた

という好成績だったとお伺いをしております。

また、先ほど教育長が申されましたうれしの産うまかもん給食やうれしの茶給食をはじめ、

様々な献立を開発され取り組まれているということですが、このようなすばらしいメニュー

といいますか、献立を、もちろん市内の子どもたちには提供されているとは思いますけれど

も、佐賀県のほかの市町のほうにも、このすばらしい給食を提供するような、連携してじゃ

ないですけど、お伝えとかなんとかはなさっているのか、お伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

佐賀県いっぱいに広げるのはどうかというようなことでございますので、一番先に答えま

したように、やはり苦みが子どもたちにとっては一番嫌な感じなんですね。ですから、そこ

の部分をクリアすれば、結構活用度は広がっていくんではないかと思いますけれども、例え

ば苦みを利用したスイーツとか、ケーキとか──大人になると、どっちかというとその苦み

を好きで、好まれる方もいらっしゃるんですけれども、そういった意味では、給食は全て万

人向きですので、嬉野市の場合は地元の産業、特産品というふうなことで取組をしているわ

けでございますので、そういったのがすっと広がっていくかどうかは、非常に未知数ではな

いかと思います。

そういった意味では、先ほどお話をされましたように、平成30年度には全国学校給食甲子

園で嬉野給食センターが優秀賞。その５年前ぐらいは、塩田の給食センターも取りました。

そういう実績を重ねていきながら、そういうのを利用しながらというんでしょうか、他の市

町にもＰＲをしていけばいかがなものかというふうに思っております。

したがって、本年度も既に第１次予選に出しております。本年度はキャベツとキュウリの

うれしの茶あえという名称で予選通過をしておりますので、そういうものを実績としてひっ

提げながら、他の市町にもＰＲをしていくということが一番いいのではないかなというふう

に思っております。

以上、お答えにしたいとと思います。

○議長（田中政司君）
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川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

今年も佐賀県のほうの大会を通過されているということで、おめでとうございます。教育

長のほうから、子どもたちがお茶の渋みですかね、苦みといいますか、それがちょっと苦手

ということであって、それを何とかして克服するために、ケーキとか──抹茶ケーキとかな

んとかありますけれども、そのようなのに生かして子どもたちにお茶を知っていただくとい

うことなんですけれども、そのようにいろんなメニューは出されていますけれども、ちなみ

に、月に何回ぐらいお茶を使った献立は市内のほうで提供されているんですかね。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

先ほど演台のほうでも答えましたけれども、多いときは２回程度出しております。もちろ

ん、塩田のほうでも同じような形で提供をしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

どうもありがとうございます。

月に２回で子どもたちにお茶の味が分かるかというのはちょっと難しいところもあるかも

分かりませんけれども、私としては、今回この大会に出られた嬉野市の学校給食センターの

方が、サイトの「ＦＡＡＶＯ」というのに掲載をされて、中に、そのときの大会の様子から

なんから書いてあったものを拝見させていただきました。その文面の中でちょっと気になっ

たのが、食に関する取組について、今後の展望ということで、その中に、「学校の授業でお

茶の学習を積極的に行い、お茶を身近なものだと感じています。」と書いてあります。「し

かし、お茶を毎日飲んでいるという子どもたちが半分もいないということで、お茶を給食に

使用することによって、お茶のおいしさを知ってもらうことができます。」と書かれてい

らっしゃいました。確かに、お茶を食べてお茶の味、そしてお茶に触れているようなことを

この中には書いてあったんですけど、私としては、本来お茶の形というものは、飲んで、回

数を重ねて飲んでいれば、お茶の味というのに慣れて、また苦みも渋みもみんなおいしさに

変わっていくのかなと私は思っているんですよね。ちなみに、自分の娘も30歳を超えますけ

れども、小さいときからお茶を冷茶で、冷やして飲ませていました。そしたら、やはり小さ

いときからそうやって飲んでいるもんですから、今でもお茶を毎日飲んでいます。また、も

うすぐ４歳ですけど、孫にも冷茶を飲ませていました。私が飲むときに一緒に飲ませていま

した。そしたら、食事のときにジュースとか、牛乳とかもやっていたんですけど、お茶を取
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るようになったんですよ。そしたらやっぱり子どもというのは自然と、ジュースで御飯を食

べるかなと思っていたら、お茶が合ったんでしょうかね、ベストとして。で、お茶を飲むん

ですよ。じいじちゃちゃ、じいじちゃちゃみたいな感じで──これは本当です。じいじちゃ

ちゃと、喉が渇いたらそうやって言うんですよね。やっぱりそれは家庭環境もあると思いま

す、はっきり言って。お茶を飲ませる環境もあれば、やはり共働きで、帰って自分の好きな

やつを飲むという、環境もあると思うんですよね、いわゆる家庭状況ですかね。そこでやっ

ぱり学校関係で、食としては２回ほどしか提供ができないかもしれませんけれども、お茶を

飲むほうで提供する形を取れないかなと思うんですけれども、改めてお聞きします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

学校のほうでお茶を飲む習慣化をというふうなことでございますけれども、ここ数年来、

取組をしていますのは、お茶の淹れ方教室を学校では計画をしております。今日も塩田小学

校は、そこのお寺さんを利用して午後します。そして、夕方６時45分でＮＨＫのほうで放送

がありますけれども、先日は、嬉野小学校もしていました。という具合にして、私は淹れ方

教室をして、その後に子どもたちにインタビューをすると、帰ってから、お父さん、お母さ

ん、おじいちゃん、おばあちゃんに入れてやりたいと言うんですね。そういうのがもっとい

いのではないかというふうに、私は思っております。そして、いろいろお茶の味のよさ、例

えば夏場であると冷茶でありますとか──冷茶も今は容器的なものも開発をされております

ので──そういった、学校でできるのはそこ。

それからもう一つは、これからインフルエンザがはやってまいります。新型コロナウイル

スと、いわゆるツインデミックという言葉で使われるところもありますけれども、そういっ

た意味では、学校には給茶機がございますので、そこでこのツインデミックを克服するため

の推進あたりも取り組むことが必要ではないかなというふうに思っております。家庭的に温

度差は若干あるかも分かりませんけれども、家庭でおじいちゃん、おばあちゃん、あるいは、

この頃はおじいちゃん、おばあちゃんともコロナ禍でなかなか接しにくい家庭環境になって

きておりますね。そういうところからすれば、このお茶うがいあたりもしながら取り組むこ

とがいいのかなと思って。１本じゃなくて複数の取組あたりをしていくことも非常にいいの

ではないかなと。今後とも、お茶の淹れ方教室は学年が変わるごとにやっていきますので、

そういったことが、お茶に対する愛着なり、お茶離れを防ぐ。

それから、例えばこういうことはないのかと思って職員の方話をしている中で、東京あた

りに行かれるときに、湯飲みと急須を持たせてやったと。そうすると、都会に行った方の出

会いの中で、急須とお茶を見てびっくりされたと。それで周りに広めたという話をされたこ

とを聞いたことがあります。多分、ここの課長さんのお嬢さんだったと思いますけれども。
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そういったこともありますので、もしかすれば、そういった県外に出られる方がいらっ

しゃるとするなら、吉田焼の急須、湯飲み、こういったものも大きな効果につながっていく

んじゃないかというふうに思います。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

教育長、今の現状と学校の子どもたちに対してのいろいろな御説明、ありがとうございま

した。教育長が今答弁されたこと、私が今から質問をしようかなと思ったことをほとんど先

にお話しをされたような形になりましたけど、教育長がおっしゃることは分かります。今か

ら子どもたちに茶育としてお茶の淹れ方教室からということで、そしてお茶に触れていただ

くという形を取っているということで、そして学校のほうには給茶機があって、それを利用

してお茶を飲むということなんですけど、その給茶機にはお茶が常時入っているんですか。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

給茶機のほうには粉末茶を入れていますので、九州茶連ほうから年間契約で、電話１本で

分けてもらっております。そういう形になっています。もちろん、年間の使用料というんで

しょうか、粉末料はお渡しをして取っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

じゃ、その給茶機を使ってお茶を飲むような指導じゃないですけど、好き嫌いがあると思

いますので、それは子どもたちの自由かも分かりませんけれども、学校側から、とにかく一

日お茶をいっぱい飲みなさいよみたいな感じの指導というのはあるのか、お伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

過去は、インフルエンザがはやったときにはクラスごとに２リットルボトルあたりにお茶

を溶いて入れて、各教室に持っていって冬場はそれでうがいをやろうということでしていま

すけれども、今の段階は、特にひどくは進めていませんけれども、やっぱり子どもたちは自

分でボトルを持ってきますので、それを飲んでしまったら、追加で継ぎ足すという形で、く

んでいる様子を学校訪問に行ったときに見かけたりしております。ですから、特に冬場に



- 269 -

なってくると、やはりカテキンあたりが非常に有効だと聞かれますので、そういった意味で

は今後、そういった指導も学校現場には強めていきたいというふうに思っています。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

先ほどのレポートのほうにも、子どもたちが、そういうふうな環境は整っているんですけ

れども、お茶を飲む子が半分もいないという記事を書いてあったんですけれども、飲む子は

飲むと思うんですけど、飲まない子はやはり苦みとかから逃げて飲まないかなと思うんです。

せっかくそこまでしてあったら、やっぱりお茶を飲むような形を少しでも──要するに低学

年のうちから──先生から生徒が言われれば、飲まなきゃいけないという気持ちが100％あ

ると思いますので、その辺、慣れから親しんでいくと思いますので、その辺できるんでしょ

うかね、お伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

そこら辺は強制的にはできない部分もありますが、淹れ方教室の中で本当にきちっと入れ

たら、こんなにうれしの茶はうまいんだというのを実感、体感をすると子どもたちは自発的

に飲むようになっていくんじゃないかと思います。あとは、そういうのができる家庭環境で

あったり、そういうのができていくということになりますと──強制はできませんが、冬場

あたりは大いに体も温まりますし、いいのではないかと思いますので、そういった機会を多

くつくりながら、取り組む必要があるのかなと思っています。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

ちょっと自分の考えを教育長のほうに伝えようと思っていましたけれども、お茶を飲むこ

とには変わりはないんですけれども、要するに私の考えといたしましては、学校給食のほう

で、お茶を使っての食材から、今度はお茶の提供のほうになりましたけれども、以前も──

田中議長も私もですけど、以前、学校給食にお茶の提供ができないかというのを数年前に行

われました。議長のほうは週に２回みたいな感じで１年間の統計の積算までされて質問をさ

れておられました。

当時の市長といたしましても、教育長が申されますように、お茶は急須に入れて、それで

飲むものということであって、提供することに関しては何らかの形でということで方向性を
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当時の市長は申されて、最終的にはスティック茶にして、お湯でも水でも出るというやつで、

子どもたちに配付をされました。

消費拡大に関しましては、多少なり増のほうであったと思いますけど、田中議長が考える

給食でのお茶の提供とはまた違ったんじゃないかなと思うんですよね。そのときいろんな考

え方や問題で、学校のほうの給食にお茶を提供ができないと言われたんですけれども、すみ

ません、教育長、これは５年ぐらい前の質問だったものですけど、改めて教育長の考えとし

て、給食にできないというふうなお考えをお伺いしたいんですけど、よろしいしょうか。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

過去、お茶を給食にという部分を何回となく受けたところですよね。例えば、小学校１年

生を想定してみてください。ミルクがあります、食べ物があります、それにお茶を飲みなさ

いということになると、なかなか腹満腹どころか、がぶがぶになってしまうんじゃないかと

いうこともあって、じゃ、牛乳を外せばという話もありました。牛乳を外したら外したで栄

養のバランスの問題があります。補助金の問題もあります。なので、無理であると。

それで、マイ急須、マイコップの話も検討しました。しかし、衛生面的に管理をする部分

が、学校でどうやってするか。そしてお湯をしたときに、熱いわけですので、危険度も高い

とそういうこともあって、全国的には取組をしている分があったので調べてみたところが、

県条例で定まっているところは静岡県だったと思います、記憶では。そこは、いわゆる用務

員さんという方が沸かして、冷やして、冷やしたのをペットボトルに入れて各クラス配って、

自由に飲んでいただこうというふうな形ですね。そういうことを取り組んでいらっしゃると

いうところもあって、一時期は嬉野市もそういうスタイルに、インフルエンザの防止として

取り組んだこともありますので、するとすればそういうことなのかなと。ただ、給茶機が今

１台しかありませんので、各階ごとに置くというのも一つの方法ではないかと思いますよね。

そういったこともいろいろ検討をしたことがあるんですけれども、実際のところはまだ進ん

でいない状況です。いろいろな課題があってですね。そういうところで今止まっている状態

です。

ですから、今一番、市内で取組を進めてもらっているのは淹れ方教室の中でお茶のおいし

さを体験していただいて、そしてふるさと嬉野をぜひ焼き付けてほしいと。そして家に帰っ

て、家のほうで消費を拡大してもらうと。子どもたちに消費拡大を狙うのは、私は筋違いと

いうふうに思っておりますので、そういうふうなことで今はそういう方向に感じております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。
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○７番（川内聖二君）

教育長ありがとうございました。

私もそう思うんですよね。子どもたちに消費拡大の意味でお茶を飲ませるというのはまず

筋違いだとはっきり申し上げておきます。

今回私が、お茶を学校給食のほうにと質問をした理由といたしましては、先ほど教育長が

申されますように、お茶のカテキン、効用を活用して、要するに抗菌作用があるということ

で、今、今こそ子どもたちにお茶を飲ませて、そして、やはり健康面に対して抗菌作用をつ

けていただきたいというふうな思いがありました。新型コロナウイルス感染症に関しては今

研究中で、それに効く抗菌があるというのはまだはっきりはしていませんけれども、これま

ではインフルエンザ等に関しましては、お茶のカテキンの成分はいろんな、要するに年を

取ってからは、脳梗塞とか、糖尿病、あれこれ成人病に関して強いという成果を今まで打ち

出してきておるものですから、やはり子どもたちに小さい頃から飲ませる習慣をつけるとい

うことは、飲まない子どもたちより健康な体になるのではないかというふうに思っておりま

す。

先ほどから教育長が申されますお茶の淹れ方教室、生徒のどのくらいの子たちが参加をさ

れているのか、お伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

お茶の淹れ方教室については、３年生、４年生クラスで大概、ほとんどしていますので、

クラス全員ですよね。今日、塩田小学校は全員です。塩田津を見て、そして市内のお寺さん

で入れて味わうということであります。

この前も嬉野小学校では、県の茶業試験場の方が来ていらっしゃったというふうに思って

いますが、そういったことでいろんな形で──茶商の方でもソムリエさんあたりがいらっ

しゃいますので、そういったことも利用方法の一つだと思いますので、各学校でそれぞれ学

年を区切ってやっている状況です。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

私が思っていた以上に子どもたちがお茶に触れているというのを今の答弁でお聞きいたし

まして、ちょっと安心をいたしました。

市長に質問をしたいと思います。先ほどから給茶機が出ていますけど、茶連のほうから各

学校のほうに提供をされているということなんですけれども、それを各階ごとに設置すると
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なれば財源等も必要となってくるんですけれども、地元がお茶の産地ということで、やはり

子どもたちには小さい頃からお茶には触れてもらいたい。それは農家の子どもさんとか、私

も家内の家のほうがお茶を作っておりましたので、子どもたちには小さいときからお茶には

触れてはきておるんですけれども、そういう家庭環境じゃないところの子どもに関しては、

やはり大人が提供をしてやらなければお茶に触れることも少ないのではないかと思いますの

で、その辺、例えば学校に給茶機を増やして、子どもたちにお茶を飲んでもらう機会を与え

るというのはできるんでしょうか、お伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今、議員の御提案がありましたので、しっかり考えてみたいと思いますけれども、給茶機

は現状、西九州茶連さんのほうから御提供いただいて、茶葉についても比較的安価でお譲り

をいただいているというところで、今、給茶機が各学校に１台配備をされているという状況

であります。

確かに、こういう御時世で、特に新型コロナウイルスも含めた抗ウイルス作用が、いわゆ

る緑茶から抽出されるエピガロカテキンガレートというものが抗ウイルス作用があるという

ふうな注目を集めている状況にあっても、そういった子どもたちの健康という側面、そう

いった地場産品を知るということで、非常に面白い取組だというふうに思っておりますので、

財源的にどういうふうに──私も１台当たりの相場を今どれぐらいかということを存じ上げ

ませんので、様々そういった検討を行った上で、この全学校にもう一台なり、各階というふ

うなこともありましたけど、どこまで増やせるのかなというところも考えてみたいというふ

うに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長どうもありがとうございました。そうですね、はっきり言って市長が申されましたよ

うに、これは新型コロナウイルス対策、抗菌作用ということで、子どもたちの健康に従事す

ると思いますので、これこそ地域創生臨時交付金等を利用して、給茶機の設置なんかができ

るんじゃないかなと私は思います。

現在このようなことで、はっきり申しまして、このお茶、地元がお茶の産地でもあり、子

どもたちに本当、お茶に触れていただく機会を、私ども大人がその環境整備をしなければ、

幾ら地元がお茶の産地といっても子どもたちの口には入らない、触れることがないと思うん
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ですよね。今、教育長のほうでも、そうやってお茶の淹れ方教室等を行っていただいており

ます。本当にうれしいことだと思います。そういう茶育ですかね、そういうふうな形で子ど

もたちがお茶に接する時間を今後ともつくっていただきたいと思います。

また、市長のほうには、給茶機等の環境整備をされて、子どもたちの口に少しでも多くお

茶が入るような形、健康のためにできるような形を取り組んでいただきたいと思います。

最後に教育長、よかでしょうか、一言。給茶機に関して申しましたけれども。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

今最後は給茶機の話が出ましたけれども、給茶機も嬉野市内は九州茶連のほうに寄贈をお

願いして数台は配置をしている部分もありますが、結構な金額がかかるわけです、配管から

配水までしていかなくちゃいけませんので。そういったところもありますので、学校規模等

を見ながら台数を増やす部分。そして、設置したらやはり衛生管理もあります。新しく今コ

ロナ禍ですので、湯飲みをいかに新型コロナウイルス対策できちっとするかということもあ

りますので、そこら辺を加味した上で配置をすることについては検討させていただいて、予

算もまずもってありますので、検討させていただければというふうに思います。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

それでは、次の質問に移りたいと思います。

次の質問は、県道嬉野下宿塩田線についてですけれども、現在、県道嬉野下宿塩田線が今

寺地区から下宿を通り、嬉野インターチェンジ方面に向け新しく整備をされていますが、こ

の道路は、今後どのような形で塩田方面まで計画をされているのかをお聞きしたいと思いま

す。

また、市としては、県道嬉野下宿塩田線に関して県の方へ何らかの要望を出されているの

か、お伺いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員御質問の県道嬉野下宿塩田線についてでございますが、県のほうにもお伺いをいたし

ましたところ、嬉野中学校から国道34号の今寺の手前、一位原交差点の手前のところに出て

くる区間が現在整備中でありまして、周囲の環境影響等にも配慮しながら慎重に工事を進め
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ているということでありますが、供用を開始した後の状況を確認しながら、その先について

は必要性も含めて検討をするということでありました。

継続路線として、一位原交差点の渋滞解消であったりとか、歩道未整備区間の解消のため

に、国道から東側区域でのバイパス整備、それから、塩田地区の唐泉橋から火の口交差点ま

での区間の歩道整備など、様々要望を行っておるところであります。

火の口交差点につきましては、議員も御承知いただいて、お骨折りもをいただいていると

思いますけれども、今年度の予算の中で、長年の懸案として通行がスムーズに行くような方

向性になるのかなと思っておりますけれども、それを一つのきっかけにしながら、県への要

望も強めてまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長が申されるとおり、現在、県道嬉野下宿──塩吹は入れんといかんとですか。塩吹塩

田線となるんですかね、正式名は。（発言する者あり）塩吹は要らないんですよね。

まあ、この路線に関しましては、私としては長年の月日をかけられて、やっと火の口交差

点の交渉も完了をいたしまして、それで今は文化財の調査に入って、それが終われば早急に

道路の改良工事のほうに入られると思います。あれ自体も本当、あそこは塩田から言えばこ

の道路の起点になると思います。

それで今現在、最終地点というのは嬉野中学校のほうの前の道路になると思いますけれど

も、早急にこれを県のほうに伝えていただきたいと思っております。簡単に言ってはいけな

いんですけれども、地権者等のデリケートな用地関係のところもありますので、その方々の

気持ちを大事にして、早急に伝えていただき、地権者もいらっしゃいますので、やはり長い

時間かかると思いますので、そういうふうに私もお願いしたいと思っております。

とにかくあそこの国道34号線の一位原交差点、28県道に入る三差路が、どうしても右折す

るための道路の幅がありませんので、どうしても混むんですよね。その辺をどうにか解消す

るためにも、早急に県のほうに要望していただきたいと思っておりますけど、その辺、所管

のほうではどのようか策が──策といいますか、どのような構想を持たれているかお伺いを

したいんですけど、よろしいでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えをいたします。

先ほど市長のほうからも答弁があったと思いますが、まずは今整備を行っている区間の整
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備が、完了期間というのがまだ明確に示されておりませんので分かりませんが、そこの完了

次第に次の、例えば一位原交差点の混雑解消として、今の県道式南橋、あちらのほうまで行

きながら、途中からカーブをいたしまして、大草野小学校のちょうど校門の辺り、あそが今、

市道長波須和線ということになっておりますが、そちらの拡幅改良をして渋滞解消をしてい

ただきたいという旨の知事要望を毎年出しているところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

今初めてお伺いいたしましたけれども、要するに農道の部分になりますかね、小学校の前

の道といいますと。農道じゃないんですかね。（「市道」と呼ぶ者あり）市道ですね。すみ

ません、元の材木屋さんのほうに出る道ですかね、２つ、農道とあれがありますから、ガソ

リンスタンドの前のほうに出る道ですよね、確認です。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

市道にはなっておりますが、見た目農道みたいなところなんですけど、落合橋から真っす

ぐ大草野小学校に抜けていく道ですね。（「５差路やったっけ」と呼ぶ者あり）はい、５差

路のところから長波須和線、そしてずっとそこを通っていくというふうな要望を出している

ところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

確認できました。５差路になって、農道と市道のほうがございます、はいはい。あちらの

ほうですね。これはいい構想じゃないかなと私としては思っております。というのは、式南

橋を渡った後というのは、用地関係もこれから始まるかなと思って、数年かかると思うんで

すよね、あそこを改良するとなれば。バイパスでやるのか、それとも現状の道路を拡張して

行われるか、それは今後の計画構想となりますけれども、今の市道を迂回路のような感じで

新しく──迂回路じゃないですけど、28県道のほうにつなげていただければ、あそこの一位

原交差点の混雑は緩和されるかなと思っておりますので、今の現状の、嬉野の下宿方面の供

用が開始した後、こっちの塩田方面に関しては要望をお願いしたいと思います。

それでは、最後の質問になりますけれども、次も県所管の塩田川の防災対策について質問
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をしたいと思います。

この数年、豪雨が毎年のように発生し、当市でも今年の７月６日の豪雨により、民家並び

に河川や農地で甚大な被害を受けました。

今回、河川については吉田川の一部に護岸崩壊が発生しましたが、生命、財産には被害は

なかったものの、今後を見据えて塩田川の防災対策をどのように行っていかれるかをお伺い

したいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員の御発言の中にもありましたように、本年も７月６日の豪雨で大雨特別警報が出たの

が３年連続という事態になりました。やはりこれほど文明が進歩しようとも、自然災害の驚

異から逃れる術はないということを改めて実感をするところでありますし、まさにそうした

自然災害から守る──午前中の質問の中にもありましたけれども、この地域の振興を図って

いく上で、この塩田川の治水というものは、全ての前提であるということを我々としても改

めて深く胸に刻んだところであります。今後の方針としても、ソフト、ハードの両面からの

アプローチが必要になってくるかというふうに思っております。

今、塩田川については下流側からの堤防の補強、堤体補強を県の事業で進めていただいて

おります。河川のパトロールやしゅんせつ工事の継続的な取組もなかなか進まないという御

指摘もいただいておりますが、再度お願いをしながら、塩田側の防災対策というものを行っ

てまいりたいと思います。

一方で、私の生まれる前の昭和50年代に、当時の宮崎町長さんがいろんな度重なる水害を

どうにかしたいということで国や県、そういったところとも掛け合って、大規模な河川改修

の工事もしていただいております。まさに、何度も何度も我々がすんでのところで被害を逃

れるたびに、先人の残していただいたものの偉大さというのを感じざるを得ないわけであり

ますけれども、今後とも、様々そういったハード整備の促進についても、先人の思いを無駄

にしないためにも、しっかり、強く要望をしてまいりたいというふうに考えております。

とはいえ、仮に今こうしたハード整備についてもできるということになったとしても、工

事には数年かかるのは当然のことでありますので、現状としても、まずは早目の避難行動と

いうものも組み合わせて対応する、現実的な方策も求められておるところであります。

嬉野市の消防団の皆さんも、今回の大雨であったり、台風のときもそうでありましたけれ

ども、奥の団員さんたちが避難を早目に促していただくような広報活動をしていただきまし

た。本当に頭の下がる思いでありますし、こうした声掛け合って、そして早目に身を守ると

いうことを、やっぱり市民のレベルでもっともっと共有をしないかなければならないという
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ふうに思っておりますので、今秋に、総務・防災課の防災機能のより一層の強化をしてまい

りますので、そういったソフト面の中でも、平時の備えから徹底して市民の皆さんと安心・

安全のまちづくりを語らっていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長の思い、伝わりました、ありがとうございます。とにかく、本日、午前中に関しまし

ても、山口政人議員、また芦塚議員から塩田川の河川の堆積土のしゅんせつや防災対策の堤

防のかさ上げ等の質問をされました。

今回、このような想定以上の豪雨が多いということで、国のほうといたしましても国土強

靱化の事業が今年度までというふうにお伺いしておりましたけれども、度重なる被害が続く

こともあり、異常気象が原因か何かはっきり分かりませんけれども、３年また延びたという

ふうなことをお伺いしておりますので、この事業等を使って、県のほうから塩田川の安全対

策として、今後とにかく要望をしていただきたいと思っております。

市長も御存じかと思いますけれども、今朝も、昭和52年度に塩田川の改修をされたという

ことを申されていましたけれども、確かに20億6,000万円かけて改修をされたということな

んですけど、この塩田川の改修に関しましても、私が伺ったところ、３つのダムが──ダム

の話じゃないんですけど──当時の河川整備計画としては３つのダムを含めての河川の改修

をしたように伺ったんですけれども、所管のほうにお伺いしますけれども、当時はそうだっ

たんですよね、お伺いします。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

お答えします。

あくまで、現在のところの塩田川の治水という意味では、議員御存じのようにおおむね30

分の１の、河口から落合橋までができているということであります。

県としては、最終的には50分の１を目指すところだというふうに認識はしているところで

す。ただ、県内河川におきましては、30分の１の河川の治水の能力がない河川は幾らでもご

ざいます。そういうところでなかなか、その先の段階というのは、塩田川については厳しい

ところもあるんじゃないかと私は思っているところです。

現時点で、塩田川については河川法が平成９年に改正されているんですけど、塩田川水系

工事実施基本計画、これは存在します。これは大臣認可です。ただ、その先をにらんでの河

川計画となれば、平成９年に河川法が改正されたことにより、河川整備基本方針河川整備計
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画というのが必要になります。この計画を立てる時点で──これは環境関係が河川計画の中

に入ってくる計画でございます。これを立てるときに、その先の計画ということで何らかの

ハード事業とか、そういうのとか、遊水地とか、いろんなそういうふうなとも含めて、一つ

は不動ダムという──不動ダムとはっきり言えないんですけど、何らかの形のハード事業も

含めてするために、水門調査は継続して行われているというふうなことでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

そうですね、平成９年に塩田川河川整備基本計画に基づいて、その３つのダムも含めてと

いうふうな形を考えられたということをお伺いいたしました。

先ほど申されましたけれども、今現在では、おおむね30分の１年ということで、治水安全

度は塩田川のほうは言われてはおりますけれども、御存じと思いますけれども、上流のほう

では10分の１の地域もはっきり言ってあります。そういうところの、近年発生する豪雨時、

所管としてパトロール等はされているんですかね、見ていらっしゃるのかちょっと。私が言

わなくても、場所的にはどこからどの辺というのは御存じかと思いますけど、10分の１は御

存じでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

10分の１確率の河川区間につきましては、落合橋から上流側については10分の１確率での

河川計画でなされているということでお伺いしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

そうですね。元は小田志川の合流のところまでだったんですけれども、鬼五郎堰等、あそ

こは拡幅改良工事で広くなって、今は安全度も上がっていると思います。

今おっしゃいました落合橋付近、あそこは市道がございますよね、三つまたになっていま

して、渡って今寺方面と、そして式南方面に行きます。あそこはちょっとした雨が降れば冠

水をいたします。とにかくあそこの市道は冠水をして、水が上がってくるんですけれども、

そういうところの──もちろん豪雨時に見たことはあられますよね。

○議長（田中政司君）
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建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

お答えします。

今、議員が言われている箇所は、落合場所から下流、右岸側ということと認識しています。

この右岸側のところにつきましては（「左岸」と呼ぶ者あり）左岸側ですか、申し訳ござい

ません。左岸側ももちろん低い位置だと。右岸側につきましても、今年度、今年の夏は２回

ほど、市道諸津線になりますけど通行止めをうちは行っています。その上での確認はしてい

るところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

そこを、私は思うんですよね、あそこの合流点のところは地形的にもあるとは思いますけ

れども、あそこはこの数十年と言っていいほど、多分しゅんせつ工事はされていません、

はっきり言って。見たら、３分の１通水断面といいますか、３分の１ほどは見て、とにかく

堆積したところから木が生えて、木も立っているような状況なんですよ。あれをやっぱり、

堆積土をしゅんせつすれば、市道のほうにも冠水するのがかなり減ってくるんじゃないかな

と思います。まず、とにかくそこを県のほうに伝えていただきたいなと思っております。私

の所感ですけどね、あれだけの堆積したものをなくしてしまえば、多分あの市道は冠水しな

いと思います。

それと５分の左岸側なんですけど、あそこは合流したところは広いんですよね。ですけど、

その先がちょうど民家に入るところなんですけど、そこの左岸側が、当初、昔の護岸で立っ

ているんですよね、５分ぐらい。それが今度２割ぐらいに寝ているんですよ。要するに２割

出た分が出っ張ってしまって、そこで水を止めてしまうんですよね、断面が小さくなって。

あれははっきり言って５分に戻せば、あの辺の方々は冠水の心配も全然──全然と言ったら

申し訳ないんですけど、かなり治水安全度と申しますか、かなり上がるんではないかと思い

ます。

とにかく現地を確認していただき、そういうところ──民家がないところは私も強く申し

ませんが、民家が集中しているところは、やはりパトロールをしていただきたいと思います。

改めてお伺いします。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

お答えします。
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今言われているところは多分、河川改修があって護岸を寝せているというふうに認識して

いるところでございます。ただし、もともと５分だったのが２割なのか、その辺については

詳細には私も認識していませんので、現地を確認して、しゅんせつという意味でも、県のほ

うにおつなぎをさせていただきたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

５分から２割に改良されたといいますか、それは取付け区間であって、いきなり５分から

２割になっているものですから、それを２割のほうに取り付けるような形にしていただけれ

ば、水がぶつかるところの面積もかなり減ってしまうんじゃないかなと思っております。そ

の辺、小さいことなんですけれども、そういうところの堆積した土砂のしゅんせつとか、護

岸等、一応10分の１区間のところを改めてパトロールをしていただき、そして、もしよけれ

ば豪雨時、かなり雨が降っているときに見ていただければはっきり分かると思います。今年

の７月６日も、あまり長時間雨は降らなかったんですけど、時間帯の雨量が多かったもので、

あれが長時間降っていたらまた大ごとしていたんじゃないかなと思うんですけど、あの日も

10分の１の区間のところはかなり冠水しておりました。それだけ報告をしておきます。

この数年、想定以上の豪雨が発生していますので、たまたま豪雨の降水時間が短いために、

昨年の８月豪雨の近隣市町のような直接の豪雨を受けず、被災された方々も、嬉野市として

は近隣市町と比べれば少なかったと思いますけれども、市民の生命と財産を守るために、今

後もパトロール等をしていただき、そして、所管のほうから県のほうに、河川の改修に関し

ましては申立てをしていただきたいと思います。

最後に市長にお伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今後の防災にかける決意のようなものをお尋ねいただいているんではないかなというふう

に認識をいたしております。

やはり災害の記憶というものをたどると、地域の成り立ちというのが見えてくるというの

は、私も佐賀県内いっぱい、いろんな自治体を回らせていただくたびに実感をするところで

あります。

この塩田川流域、嬉野市の鋸橋から落合橋で吉田川からの河川を集めて、そして下流に流

れていく、まさに嬉野市を貫くように流れるこの塩田川をどう治めていくかということが、
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この災害続きの世の中にあって、やはり皆さんの産業を守る意味でも、そして命を守る意味

でも、重要なことだというふうに認識をしております。

そういった意味では、先ほどの答弁の中でも、ソフト、ハード両面を駆使して命を守り抜

くという決意を新たにしておるところでありますので、ないことを祈るわけでありますけれ

ども、今後も想定外の雨が降った場合でも、とにかく命だけは守るということを市民の皆さ

んの力も借りながら、総力を結集して取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

とにかく市長、そういうふうな考えを県のほうに伝えていただき、市民の生命、財産を、

今後本当、守っていただきたいと思います。

以上で今回の私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで川内聖二議員の一般質問を終わります。

以上で本日の日程は全部終了をいたしました。

本日はこれで散会いたします。

午後３時56分 散会


